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法律論叢第 94巻第 1号（2021.7）

【論　説】

私法規律の構造4
――改正契約債権法の基本的規律構造（10）――

伊　　藤　　　　　進
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第三　改正契約債権法における多角当事者規律

五　債権・債務及び契約上の地位の移転規律と多角

1　序
改正民法では、債権・債務及び契約上の地位の移転規律について大幅な改正ない

し新設規律が行なわれている。債権譲渡規律では、将来債権の譲渡規律（改正民法
466条の 6）や譲渡制限に係わる規律（改正民法 466条 2項～466条の 5）が改正

または新設される一方で、指図債権・記名式所持人払債権・無記名債権、いわゆる

証券債権の譲渡規律が第四節債権の譲渡から削除されて第七節有価証券規律（改正

民法 520条の 2～改正民法 520条の 20条）として新設規律された。また、改正前

民法では規律していなかったが判例、学説では認められていた「債務の引受け」規

律が第五節として新設（改正民法 470条～472条の 4）された。さらには、改正前

民法では有力学説では認められていた「契約上の地位の移転」も第二章契約第一

節総則第三款に新設（改正民法 539条の 2）規律された。なお、債権者や債務者が

代るという点では共通する規律としての更改規律については修正規律されている。

このような改正状況からいえることは、改正契約債権法規律に限ってみると、債権

契約を原因として発生した契約債権・契約債務及び契約上の地位を対象とする取引

に対応するための規律が顕著に重要視されたものと評することができる。椿も、こ

のような改正状況について「現代取引法の大きな変動の一端を垣間見た思いであ

る」と評されている(1) 。

そこで、今回の債権・債務及び契約上の地位の移転規律についての大幅な改正、

新設が、契約債権法の規律構造として、現代取引社会における債権契約を原因とし

て発生した契約債権・契約債務及び契約上の地位を対象とする取引に対応するため

の規律として適切であったかどうかが問題になる。契約債権・契約債務及び契約上

の地位の移転規律では、改正前民法時においては、動産や不動産の処分行為に類似

する準処分行為と解され、余り検討が行なわれることなく処分行為理論に依拠して

きた感がある。しかし、その処分の対象が動産・不動産とは異なる性質をもってい

る。つまり、債権契約を原因として発生した契約債権・契約債務及び契約上の地位

は、債権契約の当事者であるA及びBに帰属するという状態にある。このことか
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ら、債権「譲渡」・債務「引受け」・債権者・債務者の「交替」或いは契約上の地位

の「移転」よってA或いはBからCに移転させるに当って、他方のB或いはAの

存在を考慮して規律する必要があるのではないかと思われる。また、フランス債務

法改正オルドナンス（2016年 2月 10日のオルドナンス第 131号）による民法典

の改正では第四章債務に関する一般的制度第二節債権債務の対象とする取引とし

て、債権の譲渡・負債の譲渡・更改・指図を規律し、契約の譲渡は第一章契約のな

かで規律されている(2) 。椿は、新フランス民法の、このような組み立てかたは

「『契約債権法』の“現代化へ向けての何歩かの前進”を行なった」と評されてい

る(3) 。この組み立ては、規律構造としては、債権「譲渡」・債務「引受け」・債権

者・債務者の「交替」或いは契約上の地位の「移転」として規律されているのを債

権・債務（更改を含む）及び契約上の地位を取引の対象として規律するものと解さ

れる。そして、中原は、このような規律を「移転的取引」或いは「移転的取引操

作」として論述している(4) 。そこで、「市場がグローバル化し、市場の形が国際的

に共通化していく中で、最もベーシックな法的インフラである債権法が世界の共通

法としての姿をめざしていくというのはごく自然な流れ」(5) であるとして行なわ

れた契約債権法の改正においての債権「譲渡」・債務「引受け」・債権者・債務者の

「交替」或いは契約上の地位の「移転」規律が、このような「移転取引」規律に対

応するものであると評することができるかどうかである。さらには、契約債権・契

約債務及び契約上の地位の移転規律では、その移転の対象となる契約債権・契約債

務及び契約上の地位は、債権契約を原因として発生したもので、主体論としては
A・Bを当事者とする契約の効果として発生した契約債権・契約債務及び契約上の

地位もA・B間に帰属している状態にあるものである。このことを前提として、A

ないしBがCと債権「譲渡」・債務「引受け」・債権者・債務者の「交替」或いは契

約上の地位の「移転」を行なうことによって、直ちに契約債権・契約債務及び契約

上の地位の帰属主体がAないしBからCと入れ代わり、A・B間帰属がA・C間

帰属ないしB・C間帰属と変容するという特質をもつ点が注目される。このこと

を、椿は「契約とその主体との関係変化」であると指摘する(6) 。このような契約

当事者と契約債権・契約債務及び契約上の地位の帰属主体との関係変化に注目して

みると、契約債権・契約債務及び契約上の地位の移転契約は AないしBとCの二

当事者間で行なわれるが、債権契約の当事者の一方であり、その債権契約を原因と
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して発生した契約債権・契約債務及び契約上の地位の一方であるBないしAが関

与する「三者関与取引」(7) として規律することも要請される。それに加えて、改

正民法では「契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念に照らして」ルール

が導入されたことから、契約債権・契約債務及び契約上の地位の発生原因である債

権契約の当事者（AないしB）の規律上の位置づけも問題となる。なお契約債権・

契約債務及び契約上の地位の移転契約の性質についてみると、改正前民法時におい

て動産・不動産の処分行為に準ずる準処分行為として理解していたのと同様の性質

をもつ一方で、債権・債務の発生原因としての債権契約とは異なる性質をもつもの

といえる。そこで「移転取引」規律において、これを契約として規律するに当た

り、物権契約と同視して規律構成するのかどうか問題となる(8) 。それとも、物権

契約や債権契約とは異なる性質の契約として規律するのかどうかの検討も要請さ

れることになる。ところで、一方では、債権「譲渡」・債務「引受け」・債権者・債

務者の「交替」或いは契約上の地位の「移転」の規律に当って、このように「移転

取引」として積極的に規律するのが、実務的にみて妥当かとの疑問もある。とくに

債権や債務の移転についてみると、会社の合併や債権回収機構などの存在にみられ

るように債権・債務の直接的移転取引として捉えられる場合も少なくないが、最も

広く行なわれていたのは債権・債務の担保的取引ではなかったかと思われる。この

ような実務上の取引状況からみて、「『直接』移転取引」として規律構成するのが妥

当といえるかどうか問題が残る。本稿では、債権・債務及び契約上の地位の移転規

律についての規律構造上の以上のような課題に注目し、その改正の経緯を中心とし

て、債権・債務及び契約上の地位の移転規律について概観することにする。

注
(1)椿寿夫「契約債権関係と主体の移転・変更⑴」法律論叢 90巻 6号 105頁、106頁。
(2)荻野奈緒・馬場圭太・斎藤由紀・山城一真訳「フランス債務法改正オルドナンス（2016
年 2月 10日のオルドナンス第 131号）による民法典の改正」同志社法学 69巻 1号 279
頁以下参照。

(3)椿・前掲（法律論叢）109頁。
(4)中原太郎「日仏債権法の現在―移転的取引操作」論究ジュリスト 22号 208頁。
(5)内田貴・債権法の新時代（商事法務、2009年）32頁。
(6)椿・前掲（法律論叢）105頁。
(7)椿寿夫「“三者（多者）関与取引”とその法概念化（下）」書斎の窓 669号 25頁。
(8)椿は、2020年 6月 25日、椿塾民法研究会の報告で、「物権・債権の峻別は止揚されるこ
とになる」との見解を指摘されている。
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2　債権移転の規律
（1）債権移転の要件規律

債権の移転性規律 改正民法 466条 1項は、債権の譲渡性について、改正前民

法 466条 1項を維持している。これは、「債権の性質が許さないとき」以外の「債

権」については、債権者Aと債務者Bの人的連鎖よりも、その財産性を重視して、

原則として移転性を認めるとする規律構造によっている。

（ⅰ）債権の移転性規律の改正経緯 ①部会資料 55では「第 3、1(1)債権は、譲り

渡すことができるものとする。ただし、その性質がこれを許さないときは、この

限りでないものとする。」と規律提案している。部会資料 55の概要では「本文 (1)

は、民法 466条 1項を維持するものである。」と説明するのみである。この規律提

案は、②部会資料 58第 18、1⑴、③中間試案第 18、1⑴、④部会資料 74A第 1、
1⑴でも維持されている。そして、債権の移転性規律に関しては、その後、この規

律提案と異なる提案は行なわれていない。このことからすると、債権の移転性規律

に関しては、改正経緯当初から、改正前民法 466条 1項の規律について、これを改

正する意図はなかったものと推察される。

（ⅱ）債権の移転性規律の改正経緯における規律構造 このような債権の移転性

規律の改正経緯をみると、「債権の譲渡性の承認」規律構成で一貫していたといえ

る。将来債権譲渡の規律についても、同様に「現に発生していない」債権の譲渡性

承認規律構成によっている。このような規律構造は、第三編第一章総則の債権の目

的、効力、消滅などの規律と同様に、「債権」自体の特性についての規律にとどま

る。その原因は、改正前民法典の編成を維持していることから、債権の移転性規

律も第三編債権第一章総則に入れ込まなければならなかった結果といえる。しか

し、今回の民法改正はグローバル化した現代取引を規律する契約債権法のモデルの
1つを発進する(1) との意図もあったものとすると、改正に当っては時間的にも急

ぐ必要があったとは思えないことから、民法典の編成自体をクローズアップして現

代取引を規律するのに適合した編成に改正すべきであったと思われる。少なくと

も第三編債権第一章総則の緒規律の規律構成を再考し、例えば「債権の譲渡」につ

いては「債権」自体の特性規律構成に入れ込むのではなく「債権を目的とする取

引」規律構成に改正する規律提案があってもよかったのではないかと思われる。ま

た、改正民法においても、改正前民法と同様に、「債権」の譲渡規律は動産・不動
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産の移転「譲渡」規律と同様の移転「譲渡」規律によるとの考え方に依拠している

ものと解してよいのかどうか問題である。特に、動産・不動産の移転「譲渡」の要

件は、動産・不動産の所有権者などの処分権を有する譲渡人と譲受人との譲渡契約

によると規律している（改正民法 167条）。これと同様に、債権者Aと譲受人Cと

の譲渡契約のみによるものとして、債務者Bの存在を考慮することなく、債権移

転の要件を規律してよいのかどうか問題である。債務者Bが、移転の目的である

債権の価値を担保する者であることからすると考慮することなく要件規律するこ

とは適切ではないものと思われる。たとえ、債権譲渡規律の殆どの規律が、債務者
Bと譲受人Cとの関係規律であり、債務者Bの存在を考慮した規律であるとはい

え、これらの規律は、A・Cにより債権譲渡の効果が生じるとした後におけるB・
C間の利害調整規律であるにすぎないことからすると、要件規律とは異なる次元の

規律といえるからである。もっとも、債権移転規律を、単に「債権」自体の特性規

律として規律構成する限りにおいては、債務者Bの存在を考慮した規律は、債権

の譲渡性を肯認する規律によって生ずる利害調整規律と構成するほかないのかも

知れない。しかし、改正民法では「債権」自体の特性についての債権の目的、債権

の効力などの規律に「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らし

て」ルールが導入されていることから、債権の移転規律においても「取引」規律構

成に組み換えて解釈適用することが許容される。このようなことからすると、改正

民法における債権移転規律は、形式的な「債権の譲渡性」規律構成に囚われること

なく、「債権」を目的とした取引規律と構成して、解釈適用していくことが適正と

思われる。このような立場からすると、債権移転規律ではA・Cは債権移転契約の

当事者であるが、Bも債権移転取引の関与当事者であるとの多角取引関係にあるこ

とを構想して規律構成するのが適正規律ではないかと思われる。

注
(1)内田貴・債権法の新時代（商事法務・2009年）32頁、33頁。

（2）「譲渡制限の意思表示」付き債権移転の規律

改正民法は「譲渡制限の意思表示」付き債権の移転について、改正前民法 466

条 2項を改め、詳細な規律を新設している。「譲渡制限の意思表示」付き債権移転
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の規律では、債権者A・債務者B間での甲債権についての譲渡制限意思表示が物

権的効力を持つものであるとの立場からすると、甲債権自体の移転を制約すること

になり債権者A・譲受人C間の譲渡契約が無効と解するか、有効と解してもCに

移転した甲債権自体が制約されていることからCはBに甲債権の履行の請求がで

きないことになる。そこで、後述のように改正経緯をみると、このような譲渡制限

の意思表示を物権的効力と解することを止揚しているようである。改正民法 466

条 2項～4項、466条の 2～466条の 4でも譲渡制限の意思表示の効力を修正する

規律を新設しているのは、譲渡制限意思表示の物権的効力説の立場に立つものでは

ないことを前提とするものといえる。

（イ）「譲渡制限の意思表示」付き債権の移転性規律

改正民法 466条 2項で、「当事者が譲渡制限の意思表示」をしていても「債権の

譲渡は、その効力を妨げられない」として、「譲渡制限の意思表示」付き債権の移転

性を規律している。改正前民法 466条 2項では、譲渡禁止特約付き債権は「譲り

渡す」ことができないが、善意の第三者には対抗できないとしていたのとは異なる

規律構造といえる。すなわち、改正前民法 466条 2項は債権者（譲渡人）Aと債務

者B間の甲債権についての譲渡禁止特約は譲受人及び転得者など第三者Cに対抗

できるとの規律構成によっていた。改正民法 466条 2項ではA・Bによる「譲渡

制限の意思表示」は譲受人及び転得者など第三者Cには対抗できないとの規律構

成に変更規律したものである。そして、このことを前提として、改正民法 466条 3

項では譲渡制限の意思表示について「知り又は重大な過失によって知らなかった」

譲受人及び転得者など第三者Cに対しては、債務者Bは履行を拒み、かつ、譲渡

人Aに対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗できるとし、改正

民法 466条 4項では、前項の規定は、譲受人及び転得者など第三者Cは債務者B

が履行をしない場合には相当の期間を定めて譲渡人Aに履行の催告をし、その期

間内に履行のないときは債務者Bには改正民法 466条 3項は適用しない、と新設

規律している。

（ⅰ）「譲渡制限の意思表示」付き債権の移転性規律の改正経緯 ①部会資料 37で

は、「譲渡制限の意思表示」付き債権の移転規律の改正に当っての検討提案をして

いる。部会資料 37での譲渡禁止特約の第三者への対抗の枠組みについては「第 1

⑴【甲案】民法 466条 2項に代えて、譲渡禁止特約は専ら譲渡人と債務者との間
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で効力を有するにとどまり、第三者に対抗することができない旨の規定を設けるも

のとする。【乙案】 譲渡禁止特約は原則として悪意［又は重過失］（後記 (2)ア参

照）の第三者に対抗することができるものとするが、一定の類型の債権について

は、譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができない旨の規定を設けるものとす

る。譲渡禁止特約を第三者に対抗することができない債権の類型としては、例え

ば、金銭債権とするという考え方の当否を検討する。【丙案】譲渡禁止特約は、債

権の種類にかかわらず、悪意［又は重過失］の第三者に対して対抗することができ

る旨の規定を設けるものとする。」との検討提案をしている。その補足説明(1) で

は、まず「債権は自由に譲渡できるのが原則であるとしながらまず、譲渡禁止特約

に」「改正前民法 466条 2項のような強い効力が認められたことについては、その

立法時から批判があった」として改正前民法 466条 2項の改正規律の必要性を指

摘している。そして、「近時では、売掛債権を担保とする方法を始めとする債権譲

渡による資金調達が、特に中小企業にとって重要となっており、これまでの不動産

担保や保証による資金調達に代わり得るものとして積極的に活用しようとする動

きがあるが、このような立場からは、譲渡禁止特約が債権譲渡による資金調達の支

障となっているという問題が指摘されている。」特に、「譲渡禁止特約が物権的効力

を有するとの理解を前提とするときは最終的に債務者の承諾が得られなければ」譲

渡することができなくなり、また「譲渡禁止特約は力関係において優位にある債務

者によって定型的に用いられていることが多く、債務者に承諾を求めても承諾が得

られないことがあり、債務者に承諾を求めると信用状態に懸念がもたれる。」「この

ようなことからすると譲渡禁止特約は、特に中小企業による資金調達の可能性が制

限されるという問題が指摘されているとして、譲渡禁止特約のリスクを指摘し、資

金調達の可能性を阻害しないように検討する必要がある」としている(2) 、「そこ

で、部会でも、相対的効力案を採用することの当否について審議が行なわれたが、

相対的効力案を採っても債務者が第三者に対して譲渡禁止特約を対抗できるとい

う枠組みを維持する限り、譲渡禁止特約付き債権を譲渡する取引が行なわれるとは

思われないとの意見等もあり、「譲渡禁止特約の第三者への対抗の可否を論点とし

て採り上げることにした。」として(3) 、譲渡制限の意思表示についての問題点を指

摘している。そして、検討提案のような構成を採用した理由について「例えば、最

高裁判例(4) は譲渡禁止特約の効力が『物権的効力』であるという前提から演繹的
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に譲渡禁止特約をめぐる個別の問題についての結論を導いてきたわけではないと

解される。そうであれば、このような判例の議論の枠組みを踏まえたほうが、個別

の問題について妥当な結論を導くことが可能であるという指摘を踏まえたもので

ある。」(5) として、譲渡制限の意思表示の物権的効力説によらない立場での改正規

律の可能性を示唆している。その一方で、「譲渡禁止特約には①譲渡に伴う事務手

続の煩雑化の回避、②過誤払の危険の回避及び③相殺の期待の確保といった債務者

の利益があり、このような利益を保護することも検討する」必要性も指摘してい

る(6) 。そこで、甲案及び乙案では「債権譲渡による資金調達を阻害しないように

するのに必要な限度で、譲渡禁止特約を第三者に対抗することができないとする方

向で見直すことを提案している。」このうち、甲案は、「譲渡禁止特約は当事者間で

効力を有するにとどまり、第三者に対して一切対抗することができないものとする

ことを提案するものである」。乙案は、「資金調達のために譲渡されることが想定さ

れる一定の類型の債権についてのみ、譲渡禁止特約を第三者に対抗することができ

ないとすることを提案するものである。乙案を採る場合には、譲渡禁止特約を第

三者に対抗することができない債権の具体的な類型が問題となる。第 25回会議に

おいては、金銭債権一般について、譲渡禁止特約を第三者に対抗できないとするこ

とが考えられるとの意見があった」。また、乙案に関連して、「債権の発生原因とな

る取引の類型に着目した区分をもって譲渡禁止特約の効力についての例外を規定

すべきであるとの意見がある。もっとも、このような方向での意見としては、国際

取引における債権譲渡に関する条約 9条を参考にすべきであるとの指摘はあるも

のの、具体的な立法提案は示されておらず、例外とすべき債権の発生原因を網羅的

に民法に列挙することは容易でないと思われる。」このほか、特に預金債権につい

て、「例外的に譲渡禁止特約を第三者に対抗できるとすべきであるという意見があ

る。このような問題意識については特に異論はないと思われるものの、仮に規定を

設けるとした場合のその置き場所が民法であるかどうかは、問題となり得る。」と

している。そして、「甲案又は乙案の考え方を採用する場合には、これまで譲渡禁

止特約によって保護されてきたと言われる債務者の利益について、別途保護する規

定を設けることの要否を検討することが必要となる。」との指摘に対して、「以上の

ように、譲渡禁止特約の効力を制限しても、特約によって債務者が現在享受してい

る利益を保護することは可能であるとの意見もあるので、これらの意見も踏まえつ
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つ、検討する必要がある。」としている。「なお、甲案及び乙案の考え方に対して

は、譲渡禁止特約を第三者に対抗することができないとしても、当事者間で譲渡禁

止特約の効力が認められるのであれば、譲渡禁止特約付債権の譲渡は契約違反とな

るため、当該債権を譲渡の対象としないのが通常であり、資金調達の促進にはつな

がらないとの指摘があり、この立場から、譲渡禁止特約を当事者間でも無効とする

ことを求める意見がある」としている。(7) このような、譲渡禁止特約の当事者間

での効力規律の明確化の指摘は注目される。さらには、「この立法提案については、

実際に譲渡禁止特約の合意をした段階で譲受人がそれに関与していたような場合

には、譲渡禁止特約の効力を当該譲受人に対抗することができるとの説明がされて

いる。」(8) としている。「以上に対して、丙案は、債権の種類にかかわらず、悪意

『又は重過失』の第三者に対して譲渡禁止特約を対抗することができるものとする

現行法の基本的な枠組みを維持する考え方である。」(9) としている。部会資料 37

における渡禁止特約の第三者への対抗の枠組みの検討提案についてのこのような

補足説明によると、譲渡禁止特約は債権移転による資金調達の支障となるもので

あるから、一方では譲渡禁止特約付き債権の移転を容易にするとともに、他方で

は譲渡禁止特約による債務者の利益の保護をも考慮した譲渡禁止特約付き債権の

移転性の規律に改正する必要があるとの改正意思に基づいているといえる。その

改正意思は正鵠を射たものである。そこで、部会資料 37の提案は、譲渡禁止特約

は「物権的効力」か「相対的効力」かの問題としてではなく、「譲渡禁止特約の第

三者への対抗の可否」を個別具体的に判断して規律するということを前提にした検

討提案といえる。しかし、その規律構造は改正前民法の「譲渡禁止特約の第三者へ

の対抗」構成を維持している。これは、特約の第三者に対する対抗構成の援用とい

える。このような理論の援用では債権者A・債務者Bによる譲渡禁止特約の効力

を譲受人その他の第三者Cに対抗できるかどうかの規律問題に留まることになる。

とくに、譲渡禁止特約付き債権による資金の調達を図るために、Cとの関係におい

て、Bの譲渡禁止特約による利益を保護しながら譲渡禁止特約付き債権移転の C

への有効性の規律を導きだすことができるか疑問である。

部会資料 37での譲渡禁止特約の第三者への対抗を認める場合の譲受人の認識に

関する要件については「第 1⑵ア【甲案】譲渡禁止特約の存在について悪意又は

重過失の譲受人に対して、譲渡禁止特約を対抗することができる旨の規定を設ける
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ものとする。【乙案】譲渡禁止特約の存在について悪意の譲受人に対して、譲渡禁

止特約を対抗することができる旨の規定を設けるものとする。」との検討提案をし

ている。その補足説明(10) では、「民法 466条 2項は、譲渡禁止特約の効力を『善

意の第三者』に対抗することができないとしているが、判例(11) は、重大な過失は

悪意と同様に取り扱うべきものであるとして、譲渡禁止特約の存在について、譲受

人が善意であっても重過失がある場合には、譲渡禁止特約の効力を否定することが

できないとしており、この判例の結論は学説でもおおむね支持されている。甲案

は、このような判例法理を明文化することを提案するものである。」「これに対し

て、近時の判例(12) には、譲受人が善意であっても重過失があれば譲渡禁止特約を

対抗されることの意味を敷衍して、譲受人に譲渡禁止特約の有無に関する調査義務

を課するような判示をするものが現れており、債権譲渡による資金調達の促進の観

点から問題が生じているとの指摘がある。このような問題意識を踏まえて、譲受人

が善意であれば、重過失がある場合であっても、譲渡禁止特約を対抗されないとす

べきであるとする意見が有力に主張されている。乙案は、このような考え方を踏ま

えて、譲受人が善意である場合には、重過失があるときであっても、債務者は譲渡

禁止特約を対抗することができないとすることを提案するものである。」「なお、甲

案と乙案のいずれを採用するかについては、譲受人の利益と債務者の利益の調和の

観点から決せられるべき問題であるとの指摘があるところであり、この問題を単独

で検討するのではなく、譲渡禁止特約に関する制度全体のバランスに留意しつつ検

討する必要があると考えられる。」と説明している。譲受人の主観に関する要件に

ついての、このような補足説明によると、改正前民法は「善意の第三者」には対抗

できないとしていた。これによると反対解釈としては、「悪意の第三者」のみには

対抗できることになる。しかし、判例は、重過失善意は悪意と同視していることか

ら、譲渡禁止特約は「悪意」に加えて「重過失善意の第三者」にも対抗できるもの

として改正し、さらには調査義務を明文化し重過失の判断の要件とすることを提案

するものである。その検討視点は妥当といえる。

部会資料 37での③譲渡禁止特約の第三者への対抗を認める場合の譲渡禁止特約

の効力については「第 1⑶ア【甲案】譲渡禁止特約の効力を悪意［又は重過失］の

譲受人に対抗できる場合にも、譲渡禁止特約に違反する債権譲渡は有効である旨の

規定を設けるものとする。【乙案】譲渡禁止特約を悪意［又は重過失］の譲受人
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に対して対抗することができる場合には、譲渡禁止特約に違反する債権譲渡は無効

である旨の規定を設けるものとする。【丙案】規定を設けないものとする。イ前記

アで、相対的効力案を前提として、甲案を採用する場合には、さらに、以下の①か

ら③までの規定を設けるという考え方。①譲受人が譲渡禁止特約の存在について

悪意［又は重過失］であっても、譲渡人［又は譲受人］が、債務者に対して譲渡人

への履行を催告したにもかかわらず、相当期間内に債務者が履行しないとき（ただ

し、債務不履行による責任を負わないときを除く。）には、債務者は譲受人に譲渡

禁止特約を対抗することができないものとする。②・③省略」との検討提案をして

いる。その補足説明(13) によると「譲渡禁止特約の効力については、これまで二つ

の考え方が提示されている。一つは、譲渡禁止特約は相対的な効力を有するにとど

まり、譲渡禁止特約違反の債権譲渡は有効であるが、債務者は、悪意［又は重過

失］の第三者に対して、譲渡禁止特約の抗弁を主張することができるという考え方

（以下「相対的効力案」という。）であり、もう一つは、譲渡禁止特約は絶対的な効

力を有するので、譲渡禁止特約違反の債権譲渡は無効であるという考え方（以下

「絶対的効力案」という。）である。相対的効力案は、譲渡禁止特約違反の債権譲渡

を有効と考える点で、従来の債権的効力説と共通するものであり、他方、絶対的効

力案は、譲渡禁止特約違反の債権譲渡を無効と考える点で、従来の物権的効力説と

共通するものである。」と説明している。このような譲渡禁止特約に違反する譲渡

の効力の検討提案は、改正前民法時における譲渡禁止特約の第三者に対する対抗構

成を前提とするものである。その後の改正経緯では、絶対的効力か相対的効力かの

問題からのアプローチを止揚して譲渡禁止特約に違反する譲渡を有効とする考え

方で改正規律されている。改正前民法時の譲渡禁止特約に違反する譲渡の効力問

題についてのアプローチを止揚しての改正思考は妥当といえる。ただ、その規律構

成として形式的には対抗構成によるもののようであり、その改正思考と適合するも

のであるのか問題が残る。

②部会資料 55では「第 3、1(2)当事者が上記 (1)に反する内容の特約（以下「譲

渡制限特約」という。）をした場合であっても、債権の譲渡は、下記 (3)の限度での

制限があるほか、その効力を妨げられないものとする。(3)譲渡制限特約のある債

権が譲渡された場合において、譲受人に悪意又は重大な過失があるときは、債務者

は、当該特約をもって譲受人に対抗することができるものとする。この場合におい
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て、当該特約は、次に掲げる効力を有するものとする。ア債務者は、譲受人が権

利行使要件を備えた後であっても、譲受人に対して、当該債権の履行を拒むことが

できること。イ債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、譲渡人

に対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為をすることができ、かつ、その事

由をもって譲受人に対抗することができること。」「また、部会資料 55第 3、1(4)

上記 (3)に該当する場合であっても、次に掲げる事由が生じたときは、債務者は、

譲渡制限特約をもって譲受人に対抗することができないものとする。ア（債権譲渡

と承認）。イ債務者が債務の履行について遅滞の責任を負う場合において、譲受人

が債務者に対し、相当の期間を定めて譲渡人に履行すべき旨の催告をし、その期間

内に履行がないこと。ウ（譲渡人の破産）。エ（譲渡人の債権者の債権の差押え）。

⑸譲渡制限特約のなる債権が差し押さえられたときは、債務者は、当該特約をもっ

て差押債権者に対抗できないものとする。」と改正提言している。その概要(14) で

は「本文 (2)は、当事者間で債権譲渡を禁止する等の特約がある場合であっても、

原則としてその効力は妨げられない旨を定めるものである。」「近時の判例 (15) の

下で、譲渡禁止特約に関する法律関係が不透明であるとの指摘があることを踏ま

え、取引の安定性を高める観点から、譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するため

のものであるという考え方を貫徹して法律関係を整理することによって、ルールの

明確化を図るものである。」としている。そして、備考(16) では「『譲渡禁止特約』

の効力の改正の必要性」として、本文の提案により規律を整理することによって、

債務者は、譲渡人又は最初に現れた対抗要件を備えた譲受人（若しくはその承継

人）のいずれかに債務を履行すればよく、他方、譲渡制限特約付債権の譲受人や差

押債権者間の関係も、対抗関係の優劣のみで決せられることになる。」すなわち、

「『譲渡禁止特約』に関する現在の判例(17) の考え方を改め」法律関係を簡明化する

ものである。「判例の考え方によると、譲渡制限特約付債権が多重に譲渡された場

合には、債権譲渡の対抗関係の優劣の他、各譲受人の主観を問題としなければな

らないことから、法律関係が複雑であり、弁済の相手方の判断が困難となり得る」

「これでは弁済の相手方を固定することにより債務者の利益を保護しようとする譲

渡制限特約の趣旨を貫徹することができないという問題がある。」「本文の提案の下

では、譲渡制限特約について悪意又は重過失の譲受人に対抗関係で劣後する第三者

（善意の譲受人や差押債権者）が現れたとしても、債務者は対抗関係で劣後する第
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三者の存在を考慮する必要はなく、譲渡人又は最初に現れた譲受人のいずれかに履

行すればよい。」「本提案によって、現在よりも法律関係が簡明化すると言えるの

で、譲渡制限特約によって、債務者の利益はより保護されることになると言える。」

と説明している。改正民法は、この部会資料 55第 3、1⑵⑶の改正提案を実質的

に取り上げている。そして、その改正規律内容については、譲渡制限付き債権の

取引の安全を図る一方で、債権譲渡制限特約の債務者の利益を図ることを意図し

た改正規律として譲渡制限特約付き債権の移転規律としては適切なものと評され

る。しかし、部会資料 55第 3、1⑵⑶の改正提案は、規律構造として前述の部会

資料 37での“対抗構成”に依拠しているようであるが、その規律内容に適合する

ものといえるか問題である。“対抗構成”に立ってみると部会資料 55第 3、1⑵⑶

の改正提案は、「まず、譲渡制限特約は譲受人又は第三者の善意又は悪意の態様に

係わらず対抗できないとの考えを前提として債権譲渡の効力は妨げられないと規

律する。他方で譲渡制限特約は悪意又は重過失ある譲受人又は第三者には対抗で

きると規律する。しかし、債務者による履行の拒否或いは譲渡人への弁済の抗弁に

すぎないと規律する。」という仕組みといえる。この仕組みを、悪意又は重過失譲

受人その他の第三者Cについてみると、債権者Aと債務者Bで合意した譲渡禁止

特約は「対抗できない」との考えを前提とした規律を設けながら、債務者Bの履

行の拒否又は譲渡人への弁済の抗弁は「対抗できる」と規律する。これは、規律

内容としては“分かりにくい”だけではなく、債権者Aと債務者B間での譲渡制

限特約の対抗の問題を債務者Bの履行の拒否又は譲渡人への弁済の抗弁の対抗の

問題への“すり替え”論理による規律ということになる。また、譲渡制限特約は

原則として、悪意重過失譲受人に対抗できるとしながら、部会資料 55第 3、1(4)

ア、イ、ウ、エ及び⑸の場合は対抗できないとする例外規律を提案している。こ

れらの例外規律の提案も、同一条文中に規律するもので、“ややこしく”分かりや

すい民法への改正とは程遠い。このためか、改正民法では、アは取り上げず、イ

は 466条 3項、ウは 466条の 3、エは 466条の 4で独立して規律されている。な

お、部会資料 55の概要説明(18) 及び部会資料 58の概要説明(19) でも同様である

が「『上記 (1)に反する内容の特約』という表現を用い、これに譲渡制限特約とい

う仮の名称を与えている。」として、適切な名称は、後の検討に留保していること

は、注目される。譲渡禁止ないし譲渡制限「特約」の対抗として規律することの
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「適正」性について、何らかの疑念があったことの現れかと推測される。

③部会資料 58では「第 18、1(2) 当事者が上記 (1)に反する内容の特約（以下

「譲渡制限特約」という。）をした場合であっても、債権の譲渡は、下記 (3)の限度

での制限があるほか、その効力を妨げられないものとする。(3)譲渡制限特約のあ

る債権が譲渡された場合において、譲受人に悪意又は重大な過失があるときは、債

務者は、当該特約をもって譲受人に対抗することができるものとする。この場合に

おいて、当該特約は、次に掲げる効力を有するものとする。ア債務者は、譲受人

が権利行使要件を備えた後であっても、譲受人に対して、債務の履行を拒むことが

できること。イ債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、譲渡人に

対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為をすることができ、かつ、その事由

をもって譲受人に対抗することができること。(4)上記 (3)に該当する場合であっ

ても、次に掲げる事由が生じたときは、債務者は、譲渡制限特約をもって譲受人に

対抗することができないものとする。この場合において、債務者は、当該特約を譲

受人に対抗することができなくなった時まで（ウについては、当該特約を対抗する

ことができなくなったことを債務者が知った時まで）に譲渡人に対して生じた事由

をもって譲受人に対抗することができるものとする。ア債務者が譲渡人又は譲受

人に対して、当該債権の譲渡を承諾したこと。イ債務者が債務の履行について遅

滞の責任を負う場合において、譲受人が債務者に対し、相当の期間を定めて譲渡人

に履行すべき旨の催告をし、その期間内に履行がないこと。」と提案している。そ

の概要(20) では、本文 (2)は「当事者間で債権譲渡を禁止する等の特約がある場合

であっても、原則としてその効力は妨げられない旨を定めるものである。」「近時の

判例(21) の下で、譲渡禁止特約に関する法律関係が不透明であるとの指摘がある

ことを踏まえ、取引の安定性を高める観点から、譲渡禁止特約は債務者の利益を保

護するためのものであるという考え方を貫徹して法律関係を整理することによっ

て、ルールの明確化を図るものである。」と説明している。これは、部会資料 55の

概要説明と同旨である。また、部会資料 58の概要(22) では、本文 (3)は「当事者

間における譲渡制限特約が、これについて悪意又は重過失のある譲受人にも対抗す

ることができる旨を定めるものである。民法 466条 2項の基本的な枠組みを維持

する点で判例法理(23) を明文化するものである。」であるとしている。しかし、悪

意又は重過失のある譲受人にも対抗できるのは、譲渡禁止特約ではなく本文 (3)後
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段に規律範囲に“すり替え”ていることから改正前民法 466条 2項の枠組みを維

持し、判例法理を明文化したといえるか疑問である。さらに、部会資料 58の概要

説明(24) では、本文 (3)後段では「譲渡制限特約の効力が弁済の相手方を固定する

という債務者の利益を確保する範囲に限定される旨を定めている。当事者間で譲

渡の禁止を合意した場合であっても、その効力は、本文 (3)後段の限度で認められ

ることになる。」と説明している。このような譲渡制限特約の効力の法定限定は債

権移転取引の安定と譲渡制限特約による債務者の利益保護との調整を図るという

点では妥当な規律といえるが、それを“対抗構成”によって適切に規律できるか疑

問である。本文⑷は、譲渡禁止特約を悪意重過失譲受人にも対抗できないとする特

則規律を提案するものであるが、部会資料 58の概要(25) では、本文 (4)アは「債

務者が譲渡人又は譲受人に対して債権譲渡を承諾したときは、譲渡制限特約を譲受

人に対抗することができないという一般的な理解を明文化するものである。」本文
(4)イは、債務者が履行を遅滞している場合「債務者に対して譲渡人への履行の催

告をする権限を譲受人に付与するものである。特約違反の債権譲渡を有効としつ

つ、弁済の相手方を譲渡人に固定する限度で特約の効力を認める場合（本文 (3)参

照）には、譲渡人は、自己の責任財産に帰属しない債権を回収するインセンティブ

を持たないおそれがあるため、これへの対応を図る趣旨である。」と説明している。

④中間試案では「第 18、1(2) 当事者が上記 (1)に反する内容の特約（以下「譲

渡制限特約」という。）をした場合であっても、債権の譲渡は、下記 (3)の限度での

制限があるほか、その効力を妨げられないものとする。(3)譲渡制限特約のある債

権が譲渡された場合において、譲受人に悪意又は重大な過失があるときは、債務者

は、当該特約をもって譲受人に対抗することができるものとする。この場合におい

て、当該特約は、次に掲げる効力を有するものとする。ア債務者は、譲受人が権

利行使要件・・を備えた後であっても、譲受人に対して債務の履行を拒むことがで

きること。イ債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、譲渡人に

対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為をすることができ、かつ、その事由

をもって譲受人に対抗することができること。(4)上記 (3)に該当する場合であっ

ても、次に掲げる事由が生じたときは、債務者は、譲渡制限特約をもって譲受人に

対抗することができないものとする。この場合において、債務者は、当該特約を譲

受人に対抗することができなくなった時まで（ウについては、当該特約を対抗する
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ことができなくなったことを債務者が知った時まで）に譲渡人に対して生じた事由

をもって譲受人に対抗することができるものとする。ア債務者が譲渡人又は譲受

人に対して、当該債権の譲渡を承諾したこと。イ債務者が債務の履行について遅

滞の責任を負う場合において、譲受人が債務者に対し、相当の期間を定めて譲渡人

に履行すべき旨の催告をし、その期間内に履行がないこと。ウ譲受人がその債権

譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場合において、譲渡人について

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定があったこと。エ譲受人が

その債権譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場合において、譲渡人

の債権者が当該債権を差し押さえたこと。」と提案している。その補足説明(26) で

は、まず「譲渡禁止特約に違反する譲渡の効力については、従来の学説上、譲渡禁

止特約を物権的効力説が有力であったが、比較的近時の判例(27) は物権的効力説

からは直ちに導くことができない結論を採るものが現れており、学説上も、物権的

効力説に疑問を呈する見解が有力に主張されるようになっている。」として、譲渡

禁止特約の効力規律の改正に当って、物権的効力説に依拠する必要性のないことを

示唆する。そして「債権は自由に譲渡できるのが原則であるとしながら、譲渡禁止

特約にこのような強い効力が認められたことについては、その立法時から批判が

あったところである。」として、改正前民法 466条 2項の規律の改正の必要を指摘

する。さらに「近時では、売掛債権を担保とする方法を始めとする債権譲渡による

資金調達が、特に中小企業にとって重要となっており、これまでの不動産担保や保

証による資金調達に代わり得るものとして積極的に活用しようとする動きがある

が、このような立場からは、譲渡禁止特約が債権譲渡による資金調達の支障となっ

ているという問題が指摘されている。」とし、「債権の譲渡性とこれを制限する特約

については、以上のような問題を解決するための改正の必要性が指摘されている」

として改正規律の必要性を説明している。さらに「譲渡禁止特約」の効力の改正の

考え方として(28) 、「法律関係を簡明化するために『譲渡禁止特約』に関する従来

の通説的な見解を採らないこととするものである」「従来の通説によると、譲渡制

限特約付債権が多重に譲渡された場合には、債権譲渡の対抗関係の優劣の他、各譲

受人の主観も考慮して履行の相手方を判断しなければならないことから、法律関係

が複雑となり、弁済の相手方の判断が困難となり得るが、これでは弁済の相手方を

固定することにより債務者の利益を保護しようとする譲渡制限特約の趣旨を貫徹
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することができないという問題がある。これに対して、本文の規律の下では、譲渡

制限特約について悪意又は重過失の譲受人に対抗関係で劣後する第三者（善意の譲

受人や差押債権者）が現れたとしても、債務者は対抗関係で劣後する第三者の存在

を考慮する必要はなく、譲渡人又は後記 2(2)の規律によって履行を受けることが

できる譲受人のいずれかに履行すればよい。すなわち、本文の規律によれば、債務

者の立場からは、現在よりも法律関係が簡明化し、弁済の相手方の判断が容易にな

るので、譲渡制限特約によって、債務者の利益はより保護されることになると言え

る。」と説明している。そして、本文 (2)は「これによって、譲渡制限特約付債権が

悪意の譲受人に譲渡された場合であっても、その譲渡制限特約付債権は譲受人に帰

属することになる点で、物権的効力説を貫徹した場合に導かれる帰結とは違いが生

ずるが本文 (3)によって、債務者の譲渡人に対する履行に弁済の効力が認められる

とともに、譲受人への履行を拒むことができるので、債務者の利益は引き続き保護

されることになる。」と説明している。また、本文⑷は、「ア、債務者が債権の譲渡

を承諾した場合。イ、譲受人が債務者に対し相当の期間を定めてした履行の催告期

間内に履行がない場合。ウ、譲渡人について破産手続開始、再生手続開始又は更生

手続開始の決定があった場合。エ、譲渡人の債権者が当該債権を差し押さえた場合

には、悪意重過失譲受人に譲渡制限特約を対抗できる」とする例外規律を設ける提

案である。これは、部会資料 55第 3、1(4)ア、イ、ウ、エの規律提案を維持する

ものである。そこで、本文 (4)のうち、アは改正民法では採り上げていないこと、

ウ、エは独立に規律されていることから、イについてのみ中間試案の補足意見をみ

ると、債務者が履行を遅滞している場合「譲受人の債権回収の必要性を犠牲にして

譲渡制限特約によって債務者の利益を保護する必要はないとの考慮に基づく考え方

である。」と説明している(29) 。このような中間試案の規律提案や補足意見をみる

と、これまでの規律提案と同様に、規律構造としては“対抗構成”を維持している。

④部会資料 74Aでは「第 1 1 (1)債権は、譲り渡すことができる。ただし、その

性質がこれを許さないときは、この限りでない。 (2)当事者が上記 (1)に反する内

容の特約をした場合であっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。この

場合において、この特約は、次に掲げる効力を有するものとして、悪意又は重大

な過失がある譲受人に対抗することができる。 ア債務者は、譲受人が権利行使要

件・・を備えた後であっても、譲受人に対する債務の履行を拒むことができるこ
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と。イ債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、譲渡人に対して

弁済その他の当該債権を消滅させる行為をすることができ、かつ、その事由をもっ

て譲受人に対抗することができること。 (3)上記 (2)後段に該当する場合であって

も、債務者が債務を履行しないときにおいて、譲受人が債務者に対し、相当の期間

を定めて譲渡人に対して履行すべき旨の催告をし、その期間内に履行がないとき

は、その後、債務者は、上記 (2)の特約を譲受人に対抗することができない。」と規

律提案している。部会資料 74Aの説明(30) では、譲渡制限特約債権の移転につい

ての現状と問題点については中間試案の補足説明と基本的には同様の説明をして

いる。ただ、これに加えて「このたたき台では、譲渡の禁止を合意したもののほ

か、譲渡自体は許容するものの、譲渡がされた場合には債務者が譲受人に対して素

案 (2)ア及びイで示す効力を主張することができる旨の合意をしたもの（譲渡を許

容するが、弁済の相手方を固定する特約）を含む趣旨で、『上記 (1)に反する内容

の特約』という表現を用い、この説明では、譲渡制限特約という仮の名称を与えて

いる。」として、特約の内容につい説明している。また「譲渡制限特約付債権の譲

渡が常に債務者との関係で債務不履行を構成するのであれば、債務不履行となって

まで債権を譲渡するのは容易ではないから、譲渡禁止特約が資金調達の支障となっ

ている現状を改善することができないとの指摘がある。」として、このような指摘

を踏まえ、素案 (2)は「後者のような内容の合意に、現在の譲渡禁止特約で達成し

ようとされている債務者の利益を保護する効果を認めることによって、譲渡人の債

務者に対する債務不履行を構成することなく、弁済の相手方を固定する内容の特約

付きの債権を第三者に譲渡することができる場合を創出しようとするものである。」

として債務不履行の回避について指摘する。そして「契約実務において、現在の譲

渡禁止特約に代わってこのような内容の特約が普及すれば、債権譲渡による資金調

達を促進することにつながると考えられるが、これについては、今後の契約実務の

取組みに委ねることを意図するものである。なお、一定の類型の契約に基づき発生

した債権に限定して、譲渡を禁止する旨の特約違反の債権譲渡が当事者間の債務不

履行を構成しないこととして、債権譲渡による資金調達の円滑化を図るべきである

との意見があるが、この意見の当否については、別途取り上げることとする。」と

説明している。また、素案⑶の要件について「中間試案では『債務者が債務の履行

について遅滞の責任を負う場合』としていたが、民法 541条を参照し、ここでは
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『債務者が債務を履行しない場合』という表現を用いている。」中間試案 (4)後段で

は、「譲渡制限特約を対抗することができなくなる時点までに債務者が譲渡人に対

してした弁済等の効力が否定されないことを明記していたが、素案 (3)との関係で

は、権利行使要件が具備された後にされた弁済等によって債権が消滅した場合に

は、『債務者が債務を履行しない場合』という要件を充足せず、素案 (3)の規律が

適用される余地がなくなるので、このたたき台では、中間試案 (4)後段のような規

律は取り上げないこととした。」「また、普通預金に係る預金債権のような譲渡制限

特約が付された期限の定めのない債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡された場

合には、譲渡人と譲受人のいずれも債務者に遅滞の責任を負わせるための請求をす

ることができないため、『債務者が債務を履行しない場合』という要件を充足しな

いと考えられる。」と説明している。

⑤部会資料 74Bでは「第 2、1⑴譲渡制限特約違反の譲渡を有効とする方向で改

正する考え方が取り上げられているが（部会資料 74A第 1、1）、これに加えて、債

権譲渡による資金調達の促進を図るという観点から、さらに一定の限度で譲渡制

限特約の効力を制限する規定を設けるという考え方があるが、どのように考える

か。」と問題提起をしている。この問題提起を受けて、部会資料 74Bの説明(31) で

は、「 (1)債権を発生させる契約の性質や契約当事者の属性に着目して、一定の範

囲の債権について譲渡制限特約を付すことができないこととする考え方について

は、債権譲渡による資金調達の促進のためには債権の譲渡を制限する特約の効力を

無効とすることが望ましいとの指摘があるが、これに対しては強い異論もあり、全

面的にこの考え方を採用することが困難であることは、これまでの審議の経緯を踏

まえれば明らかである。そこで、債権譲渡による資金調達の促進のために特に必要

な範囲に限定して譲渡制限特約を無効とすることの可否を検討すべきであるとい

う意見が、パブリック・コメントの手続に寄せられている。これは、譲渡制限特約

が有効であれば、債権譲渡が債務不履行を構成する余地が残り、この場合には譲渡

制限特約付債権の譲渡を躊躇することから、この問題を解消することを意図して主

張されるものである。例えば、国際取引における債権譲渡に関する条約では、譲渡

される債権を発生させる契約の性質に着目して、一定の範囲のものについて、債権

の譲渡を制限する合意があっても譲渡は有効であるとした上で、譲渡を制限する合

意違反のみを理由としてもとの契約を取り消すことができないとしており、このよ
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うな内容の規定を設けるべきであるという意見がある。また、フランス商法典は、

商人等の一定の属性の者が債務者となっている債権について、譲渡を禁止する特約

を無効としている。もっとも、契約の性質に着目して、一定の範囲の債権について

譲渡制限特約を無効とする規律を設けることについては、資金調達の促進という目

的を実現するためには分かりやすいアプローチの方法であるが、契約の性質の決定

は実際には困難な場合も少なくないため、実務運用に耐え得る規律となるかという

問題がある。また、契約当事者の属性に着目する方法については、資金調達の促進

という目的に必要な範囲を適切に切り出すことができるかという問題があるよう

に思われる。」として、債権を発生させる契約の性質及び契約当事者の属性によっ

て譲渡制限特約を無効とすることについては消極的見解を示唆している。

⑥部会資料 78Bでは(32) 、当事者間の特約（譲渡制限特約）によって債権譲渡の

効力は妨げられないという考え方（部会資料 74A参照）を採用する場合に、「 (1)譲

渡制限特約が付された債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡された場合には、譲渡

人が債務者に対して履行の請求をすることができる（取立権限を有する）という規

律を設けることが考えられるが、どうか。」と規律提案している。ただ、この規律提

案についての説明は行なわれていない。しかし、譲渡禁止の意思表示付き債権の譲

渡の効力が妨げられないとすると、譲受人は債権を取得し、取立権限を有するのが

原則となる。このような規律を設ける必要はない。それよりも、このことを前提と

した悪意又は重過失の譲受人の取立権限の行使を制限する規律が問題となろう。

⑦部会資料 81―3では「第 2、1、(1)ア当事者が民法 466条 1項に反する意思

表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。イアに規

定する場合において、悪意又は重大な過失がある第三者に対しては、債務者は、そ

の債務の履行を拒むことができるほか、譲渡人に対する弁済その他の当該債務を消

滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」と規律提案している。

部会資料 81―3の説明(33) では「部会資料 74A第 1、1(2)の規律を実質的に維持

するものである。」なお「部会資料 74A第 1、1(2)における悪意又は重大な過失が

ある「譲受人」という文言を「第三者」に改めている。これは、現行の民法 466条
2項の「第三者」には、譲受人のほか質権者等も含まれると解されており、これを

維持することが適当であると考えられるからである。」。また「部会資料 78B第 3、
1(1)では、悪意又は重過失の譲受人に譲渡された場合に譲渡人に取立権限を付与
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するための規律を設ける考え方を取り上げていたが、この規律は設けないこととし

ている。この考え方については、第 89回会議において、問題への対応方法として

過大であるという批判等があったことを考慮したものである。また、このような規

律を設けないこととしても、譲受人が譲渡人に対して取立権限を付与することは妨

げられず、譲渡人に取立権限がないことによって生じ得る不都合については、譲渡

当事者間の合意によって対応することが可能であるから、一律に譲渡人に取立権限

を付与する必要はないと考えられる。」としている。部会資料 81―3の提案では、

これまでの提案では譲渡禁止「特約」の効力として規律し部会資料 53の提案では

「『譲渡制限特約』というのは仮の名称であ」り、適切な名称は、後の検討に留保す

る旨を指摘していたのを「民法 466条 1項に反する『意思表示』」に改めている。

すなわち、規律構造としては、債権者Aと債務者Bの譲渡禁止「特約」の効力規

律ではなく、民法 466条 1項に反する「意思表示」の効力規律として提案している

ことが注目される。しかし、「民法 466条 1項に反する『意思表示』」の主体を債権

者A・債務者B「当事者の意思表示」として規律していることから「A・Bの特約」

の効力規律との差異をどのように求めているのか不明である。改正民法 466条 2

項は、この考え方を採用しているが、債務者Bの民法 466条 1項に反する「意思

表示」の効力規律と解してよいのかどうかである。

⑧部会資料 83―2では「第 19、1 (1)ア当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制

限する旨の意思表示（以下この第 19において「譲渡制限の意思表示」という。）を

したときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。イアに規定する

場合において、譲渡制限の意思表示があることを知り、又は重大な過失によって知

らなかった第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができるほ

か、譲渡人に対する弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもってその第三者に

対抗することができる。」と規律提案している。改正民法 466条 2項、3項は、こ

の規律提案を採用している。部会資料 83―2の説明(34) では、「譲渡制限の意思表

示」の概念に改めたことについては「部会資料 82―1の案は、「民法 466条 1項の

規定に反する意思表示」に素案イの効果を付与することとしていたが、以下の二点

について改めることとした。」一点目は「従前の案のアの『民法 466条 1項の規定

に反する意思表示』の内容が分かりにくいという問題があったので、『債権の譲渡

を禁止し、又は制限する旨の意思表示』と改め、これに『譲渡制限の意思表示』と
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いう名称を付すこととした。単独行為によって発生する債権については、債務者の

単独の意思表示によってすることができるので、『特約』という名称が適当ではな

い場合があることを考慮し、『譲渡制限特約』という名称とはしなかった。」と説明

している。しかし、「譲渡制限の意思表示」に改めたのは、単に単独行為を想定し

た結果とのみ言い切ってよいか疑問である。「譲渡制限の意思表示」に改めたのは、

「譲渡制限の意思表示」付き債権移転規律の核心に係わる改正と解される。「譲渡禁

止特約」と称するのは妥当でないとして、その名称について留保されてきた部会資

料 55及び部会資料 58以来の規律構造についての転換に基づいたものと解すべき

ではないだろうか。規律提案の文言からは明らかではないが、「譲渡制限の意思表

示」付き債権移転の改正提案の規律内容をみると、規律構造としては債務者・債権

者間での「譲渡制限の意思表示」の合意による効果（特約）に注目した規律ではな

く、その合意の前提となっている債務者の「譲渡制限の意思表示」を想定した規律

への転換の帰結と解すべきではないかと思われる。また、これまでの規律提案では

「悪意又は重大な過失」としていたのを「知又は重過失不知」と改めたことについ

ては「『悪意又は重大な過失』という文言を、その意味をより分かりやすくする観

点から、『知り、又は重大な過失によって知らなかった』と改めている。」としてい

る。そして「以上の修正に伴い、第 19、1の他の箇所にも形式的な所要の修正を

加えている。」としている。

⑨要綱仮案では(35)「第 19、1(1)ア当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限す

る旨の意思表示（以下この第 19において「譲渡制限の意思表示」という。）をした

ときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。イアに規定する場合

において、譲渡制限の意思表示があることを知り、又は重大な過失によって知らな

かった第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができるほか、譲

渡人に対する弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗

することができる。(2)譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人に対抗する

ことができない場合について、次のような規律を設けるものとする。(1)イの規定

は、債務者が債務を履行せず、(1)イに規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡

人に対する履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者について

は、適用しない。」と規律提案している。

⑩部会資料 84―2では「第 19、1 (1) ア当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制

113



明治大学　法律論叢 94巻 1号：責了 book.tex page114 2021/07/20 15:07

法律論叢 94巻 1号

限する旨の意思表示（以下この第 19において「譲渡制限の意思表示」という。）を

したときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。イアに規定する

場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知ら

なかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むこと

ができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第

三者に対抗することができる。」と規律提案している。部会資料 84―2の説明(36)

では「要綱仮案第 19の 1(1)イの『第三者』には譲受人や質権者などが含まれてい

るものの、その典型例は譲受人であり、要綱仮案の表現では、どのような第三者を

典型的なものとして想定しているのかが分かりにくいとの指摘があったことから、

『譲受人その他の』という文言を加えることとしている。」また「意味内容を明瞭に

するため、要綱仮案では「拒むことができるほか」としていたものを「拒むことが

でき、かつ」と改めることにしたと説明している。

（ⅱ）「譲渡制限の意思表示」付き債権移転性規律の改正経緯における規律構成

まず、「譲渡制限の意思表示」付き債権移転についての改正経緯における規律内

容についてみると、①債権者A・債務者Bが「譲渡制限の意思表示」をしたときで

も、譲受人Cの主観的態様、すなわち「譲渡制限の意思表示」についての「不知」

或いは「知・重過失不知」に係わらず、債権移転契約の効力は影響を受けないこと

を原則とし、②債務者Bは、「知・重過失不知」譲受人Cには、履行の拒否又は譲

渡人への弁済の抗弁を主張できるとする趣旨の内容を規律の中核とする提案が、部

会資料 55の提案以来取り上げられている。これは、①規律で資金調達のための債

権の移転取引の安全の確保、②規律で債務者Bが「譲渡制限の意思表示」をした利

益の保護、すなわち「弁済の相手方の固定」にあるとの改正者判断による利益の保

護との調整を図るとの改正者意思に基づくものといえる。この中核をなす規律内

容は「譲渡制限の意思表示」付き債権の移転規律としては適切と評される。

また、規律内容として、②規律の債務者Bが履行の拒否又は譲渡人への弁済の

抗弁を主張できる相手方について、改正経緯の過程では「悪意又は重過失譲受人」

としていたのを要綱仮案直前の部会資料 83―2で「知・重過失不知譲受人」に変

更提案されている。このような変更提案は改正前民法の慣用文言を改正するもの

ではあるが、“分かりやすさ”としては適切といえる。

しかし、この中核をなす規律内容は、当事者（債権者A・債務者B）がした「譲
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渡制限の意思表示」の内容は、その「意思表示の内容」に係わらず①内容の規律及

び②内容の規律として規律するものといえる。そこで、改正前民法では「譲渡制限

特約」を問題としていたのを「譲渡制限の意思表示」の用語（概念）に改めて規律

した改正者の理解が重要になる。その経緯をみると、部会資料 37の検討提案では

「譲渡禁止特約」或いは「譲渡制限特約」の効力の問題としていた。これは、改正

前民法時の問題提起と同様である。ただ、改正の方向としては改正前民法で議論

されていた「特約」が「絶対的効力か相対的効力か」の視点に立つことを止揚し、

判例理論に従って個別の問題について妥当な結論を導くとの考え方によることが

確認されている。その直後の部会資料 55では「譲渡禁止特約」の用法は仮の用法

であり、今後、適切な用法を検討すると説明されている。この時点で、改正者に

は、「譲渡禁止特約」に関する規律として改正規律するのは適切ではないとの判断

があったものと推察される。その後は、中間試案では「⑴（債権移転自由）に反

する内容の特約（譲渡禁止特約）」の用法を用い、要綱仮案の直前の部会資料 83

―2で「譲渡制限の意思表示」の用法に確定している。すなわち、改正経緯をみる

と「譲渡制限特約」の規律ではなく「譲渡制限の意思表示」の規律として最終提言

し、改正民法 466条 2項等でも維持している。このような「特約」規律ではなく

「意思表示」規律としたことについて、部会資料 83―2では、これにより単独行為

の場合も含まれることになったとのみ説明しているにすぎない。もし、「譲渡禁止

『特約』」の用法を、かなりの思考期間を掛けて「譲渡制限の意思表示」に確定した

のが、この程度の理由によるものであったとするならば、規律改正としては、それ

ほどの意味をもつものではない。これでは、用法を変更しただけで、債権者Aと

債務者Bにより「譲渡制限」されている場合は、「譲渡禁止『特約』」の場合と同様

に、「譲渡制限」の法的効果の生じていることを前提として規律されていることに

なる。もし、このような理解を前提とするときは、法的に「譲渡制限」の効果が生

じているにもかかわらず債権者Aと譲受人Cとの債権移転契約は有効であると規

律（①内容規律）したり、債務者Bは知・重過失不知の譲受人Cには履行の拒否

又は譲渡人Aへの弁済の抗弁（②内容規律）のみしか対抗できないとする規律は、

立法によるものとはいえ、改正民法の基本原則である契約自由の原則に違背する規

律ということになる。また、部会資料 74Bで債権移転契約の効力には影響がない

と規律しても債権者Aの特約違反による債務不履行責任は免れ得ないことになり
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債権移転取引の障害となるとの指摘に、何ら応えていない状態を残したままの改正

ということになる。そこで、改正者は明確に説明していないが、私見の理解として

は、これらの①内容規律及び②内容規律を可能にし、さらには債権者Aの債務不

履行責任回避を根拠づけたのは、「譲渡制限特約」の規律から「譲渡制限の意思表

示」の規律に転換したことにあるのではないかと推察される。すなわち、債権者A

の同意を得た債務者Bの「譲渡禁止の意思表示」は「弁済者の固定の意思表示」に

すぎないと理解することによって債権移転契約の効力に影響を及ぼすことはない

と解されること、また、譲受人Cが取立権を有していても債務者Bに履行の拒否

或いは譲渡人への弁済の抗弁を認めることによって債務者Bの「譲渡禁止の意思

表示」を保障できることなどの理解が可能になる。さらに、債権者Aが同意をし

ているとはいえ「特約」としての効力をもったものではないことから債権者Aが

債権を譲渡したとしても特約の違反とはならないので債務不履行責任の問題は生

じないことになる。なお、このような規律内容を法典化するに当っての規律構造を

みると、部会資料 37では「譲渡禁止特約の第三者への対抗の枠組み」の問題との

観点に立って問題提起をし、部会資料 56では規律提案について「現行民法 466条
2項の対抗」構成を維持するものであるとし、部会資料では債務者Bは「譲渡禁止

特約」を悪意又は重過失譲受人Cに対抗できるが、その効力は「履行の拒否、ある

いは譲渡人への弁済の抗弁」であるとの規律提案が行なわれてきた。すなわち、改

正経緯では一貫して“対抗構成”によっているものといえる。しかし、この“対抗

構成”では、債権移転の効力を妨げないと規律するためには債務者Bは譲受人C

に「譲渡禁止特約」を対抗することができない旨を規律する必要があったのではな

いかと思われる。また、前述のような①及び②内容を規律を正当化するには、債務

者Bは「譲渡禁止特約」を悪意又は重過失譲受人Cに対抗できると規律しながら、

その対抗できる内容は「債権移転契約の効力への影響」ではなく「履行の拒否、あ

るいは譲渡人への弁済の抗弁」にすぎないと対抗内容を“豹変”させるという極め

て功妙ではあるが理解しにくい規律方法を用いなければならなかったことになる。

そこで、債権移転規律では、債権者Aと譲受人Cとの甲債権移転契約と債権者A

と債務者Bとの甲債権発生契約に基づき甲債権の価値を担保する債務者Bが関与

する債権移転取引を観念し、このような多角取引関係を規律するための法理として

試みられた多角法理を援用して規律構成するのが妥当ではないかと思われる。こ
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のような立場に立ってみると、甲債権の発生に伴ってAの同意を得たBの「譲渡

制限の意思表示」のAとCとの甲債権移転契約の効力への影響として①内容の規

律に改正し、Bの「譲渡制限の意思表示」と「知り、または重過失不知」Cとの関

係では②内容の規律に改正するのが、現代取引社会における債権移転取引に内在

する適正な規律であるとして改正規律することができるのではないかと思われる。

このことから、改正民法が「対抗できる」としている文言を、「主張できる」と読

み替えることによって、A・B・Cの三者関与取引とみて多角法理を援用した規律

構成に適合することになろう。

注
(1)部会資料 37 2頁以下。
(2)部会資料 37 3頁。
(3)部会資料 37 3頁。
(4)最判平成 21・3・27民集 63巻 3号 449頁、長坂純＝川地宏行編・改正民法［債権法］に
おける判例法理の射程（第一法規・令和 2年）386頁以下［上河内千香子］参照。

(5)部会資料 37 2頁。
(6)部会資料 37 4頁。
(7)部会資料 37 5頁。
(8)部会資料 37 4頁。
(9)部会資料 37 5頁。

(10)部会資料 37 7頁以下。
(11)最判昭和 48・7・19民集 27巻 7号 823頁、長坂＝川地編・前掲書 371頁以下［上河内］

参照。
(12)最決平成 16・6・24金法 1723号 41頁。
(13)部会資料 37 18頁。
(14)部会資料 55 16頁。
(15)最判平成 9・6・5民集 51巻 5号 2053頁、長坂＝川地編・前掲書 379頁以下［上河内］

参照。前掲最判平成 21・3・27、長坂＝川地編・前掲書 386頁以下［上河内］参照。
(16)部会資料 55 17頁以下。
(17)前掲最判平成 9・6・5、長坂＝川地編・前掲書 379頁以下［上河内］参照。
(18)部会資料 55 16頁。
(19)部会資料 58 88頁。
(20)部会資料 58 87頁以下。
(21)前掲最判平成 9・6・5、長坂＝川地編・前掲書 379頁以［上河内］下参照。最判平成 21・

3・27、長坂＝川地編・前掲書 386頁以下［上河内］参照。
(22)部会資料 58 89頁以下。
(23)前掲最判昭和 48・7・19、長坂＝川地編・前掲書 371頁以下［上河内］参照。
(24)部会資料 58 89頁以下。
(25)部会資料 58 89頁以下。
(26)商事法務編・民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明（商事法務・2013年）
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235頁以下。
(27)最判昭和 52・3・17民集 31巻 2号 308頁、前掲最判平成 9・6・5、長坂＝川地編・前掲

書 379頁以下［上河内］参照。
(28)商事法務編・前掲書（中間試案の補足説明）240頁以下。
(29)商事法務編・前掲書（中間試案の補足説明）238頁以下。
(30)部会資料 74A 3頁以下。
(31)部会資料 74B 13頁以下。
(32)部会資料 78B 6頁。
(33)部会資料 81―3 1頁。
(34)部会資料 83―2 22頁。
(35)民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案 30頁。
(36)部会資料 84―2 4頁。

（ロ）預貯金債権に係わる「譲渡制限の意思表示」の特則規律

改正民法 466条 2項の譲渡制限の意思表示付き債権の移転規律の特則として、改

正民法 466条の 5は譲渡制限の意思表示付き預貯金債権については、466条 2項

（譲渡制限の意思表示付き債権の譲渡性）の規定にかかわらず、譲渡制限の意思表

示のなされていることを知り、又は重過失不知の譲受人その他の第三者に対抗する

ことができるが（1項）、差押債権者には適用しない（2項）と新設規律している。

この譲渡制限の意思表示付き預貯金債権規律は、改正前民法 466条 2項の規律構

造を維持するものである。

（ⅰ）預貯金債権に係わる「譲渡制限の意思表示」の特則規律の改正経緯 ①部会

資料 37では、譲渡禁止特約の第三者への対抗の枠組みで「第 1⑴【乙案】譲渡禁

止特約は原則として悪意［又は重過失］の第三者に対抗することができるものとす

るが、一定の類型の債権については、譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができ

ない旨の規定を設けるものとする。譲渡禁止特約を第三者に対抗することができ

ない債権の類型としては、例えば、金銭債権とするという考え方の当否を検討す

る。」との検討提案をしている。その補足説明(1) で、「債権の発生原因となる取引

のうち特定の類型のものに限って譲渡禁止特約を第三者に対抗することができる

とする方向で例外を認めるべきであるとする意見がある。」「具体的には、特に預金

債権について、大量の事務処理を要するだけでなく、預金者の要求に応じて円滑に

払戻しをしなければならないという役割を有することに着目して、例外的に譲渡禁

止特約を第三者に対抗できるとすべきであるという意見がある。このような問題
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意識については特に異論はないと思われるものの、仮に規定を設けるとした場合の

その置き場所が民法であるかどうかは、問題となり得る。」として、預金債権の特

則の必要性を示唆している。

②部会資料 74Bでの「一定の限度で譲渡制限特約の効力を制限する規定を設け

るという考え方があるが、どのように考えるか。」との問題提起を受けて、部会資

料 74Bの説明(2) では、「預金債権については例外的に当事者間の特約によって譲

渡を無効とすることを可能とする規定を求める意見」について検討し、このような

「現在の民法 466条を維持すべきであるという意見の当否の検討に当たっては、そ

の正当化根拠を何に求めるかということが問題となる。」この点について、「マネー

ロンダリングへの対策のために厳格な本人確認が必要とされているのは、預金契約

に特有の要請ではないことからすると、このことだけでは、預金債権のみを例外と

する規定を設ける理由として説得的であるとは言えないように思われる。この理

由から預金債権のみを例外とする規定を設ける必要があるというのであれば、預金

債権については、特に預金契約の契約者と預金債権の帰属とが一致している必要性

が高いことが裏付けられなければならない。」また「部会資料 74A第 1、1の内容

で改正をするときには、特約について悪意又は重過失の譲受人も債権者とはなる

が、金融機関はその譲受人に対する払戻しを拒絶することができることからする

と、マネーロンダリングへの対策という観点から実際に問題が生ずるのかという点

についても、慎重な検討が必要である。」他方、預金債権の特殊性の理由による場

合には、「仮に部会資料 74A第 1、1の内容で改正をするときであっても、預金債

権について例外とする必要性があるかという点に疑問が生ずる。」なお、部会資料
74A第 1、1(3)では「債務者が債務を履行しない場合における譲受人の催告の制度

を設ける考え方が提示されているが、その該当箇所の説明で述べたように、この催

告の規律は預金債権には適用される余地がない。」そうすると「預金債権について

は、譲渡制限特約によって現在と同様に弁済の相手方を固定する債務者の利益を保

護することが可能であり、預金債権の払戻事務に支障が生ずるという事態は想定し

難いように思われる。」として、預金債権について例外規律を設けることにつき否

定的な説明がなされている。

③部会資料 81―3では「第 2、1(5)ア預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯

金に係る債権（以下「預貯金債権」という。）について (1)ア（改正民法 466条 2
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項に反する）意思表示がされた場合において、悪意又は重大な過失がある第三者が

その債権を譲り受けたときは、(1)アの規定にかかわらず、その債権の譲渡は、そ

の効力を有しない。イ預貯金債権に係る (1)アの意思表示は、差押債権者に対抗す

ることができない。」と規律提案している。部会資料 81―3の説明(3) では、問題

の所在として「部会資料 81―1第 2、1(1)から (4)までの内容に従って、譲渡制限

特約に関する規律を設ける場合には、預金債権及び貯金債権（以下「預貯金債権」

という。）の管理に著しい支障が生ずると指摘されている。預貯金債権は、口座に

金銭が振り込まれるたびに、口座内の既存の債権と振り込まれることによって成立

した債権が一体化し、新たな一つの債権が成立すると解されている。そのため、預

貯金債権は、一つの契約に基づく金銭債権の額が当然に増減すること（特に増額す

ること）になるが、これは、他の債権には見られない預貯金債権の特殊性である。

預貯金債権は、預金者が預けた金銭を保管することを内容とする継続的な契約に基

づき発生することからこのような特殊性を有する」「上記のような預貯金債権の特

殊性から、預貯金債権が譲渡された場合には、以下のような特殊な問題が生じ得る

と指摘されている。」すなわち「①ある時点における預貯金債権の残高 100万円が

譲渡された後に、②その口座に 100万円が入金され、③更にその後、100万円の払

戻しがされたという事案を想定すると、最後に③の払戻しをされた後の残高 100

万円が譲渡の対象となっていた債権かどうかが不明確であり、債務者である金融機

関は、債権の譲受人からの払戻請求に応じてよいかどうかの判断に悩むことにな

る。預貯金債権が譲渡されると上記のような問題が生じ、円滑な預金の払戻業務

を行うことができなくなるという理由から、金融機関は預金約款において譲渡禁止

特約を付すことが一般的である。」そして、現在は、譲渡禁止特約によって債権譲

渡は無効となると考えられており、「これによって、金融機関は、預貯金口座の名

義人が債権者であることを前提に払戻しに応ずればよいことになるため、現在は、

預貯金債権の管理が円滑に行われている。」もっとも「この素案のような規律を設

けた場合には、前記 (1)イのような債務者保護の規定を設けても譲渡によって債権

が譲受人に移転することになり、預貯金債権の帰属に変動が生じ得るため、債務者

にとっては、以下のような問題が生じ得る。(a)口座名義人の債権者から差押えが

あった場合に、その差押えによって口座名義人による払戻しに応じてはならないこ

とになるのか。(b)譲受人の債権者から差押えがあった場合に、その差押えが有効
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であることを前提として、権利供託（民事執行法 156条第 1項）をすることができ

るか。上記のような問題について金融機関がどの範囲で差押えに応じなければな

らないかという点を検討しなければならないとすると、いったん預貯金債権が譲渡

されると、その払戻しを円滑かつ迅速に行うことができないことにな」り、「これ

は、多数の預貯金債権に係る債務を抱える金融機関にとって多大な負担となるだけ

では、払戻業務が遅延することなどによって顧客に生ずる不利益も看過することが

できないものになると指摘されている。」また、「上記の問題は、債務者にとっての

実務上の不都合のみならず、そのほかの関係者にとっても、譲渡制限特約付債権に

関する法律関係が不明確になるという問題を生じさせる。」「預貯金債権は迅速な払

戻しが必要とされる上に、債務者が大量の債務を管理しなければならないという特

殊性があることに鑑みれば、上記の方法によって対応することは現実的に不可能で

ある。」「以上を踏まえると、預貯金債権の譲渡については、その効力を制限する特

則を設ける必要があると考えられる。」と指摘している。このような指摘は、部会

資料 74Bでの預金債権について例外規律を設けることについての否定的な説明に

対する反論見解といえる。

④部会資料 83―2では「第 19、1(5)ア預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯

金に係る債権（以下「預貯金債権」という。）について譲渡制限の意思表示がされ

た場合において、そのことを知り、又は重大な過失によって知らなかった第三者が

その債権を譲り受けたときは、(1)アの規定にかかわらず、債務者は、譲渡制限の

意思表示をもってその第三者に対抗することができる。イアの規定は、その債権

に対して強制執行をした差押債権者に対しては適用しない。」と規律提案している。

部会資料 83―2の説明(4) では「債権の譲渡は、その効力を有しない」という文言

を「債務者は、譲渡制限の意思表示をもってその第三者に対抗することができる」

と改めたのは、「例えば、特定の者に対する譲渡を禁止する特約や、一定の条件を

成就しない限り譲渡を禁止する特約がされている場合があり得るが、「債権の譲渡

は、その効力を有しない」という表現では、これらの特約によって譲渡が禁止され

ない場合であっても、文理上その譲渡が無効となるように読めてしまうという問題

がある。これに対して、譲渡制限の意思表示を対抗することができるとすれば、そ

の意思表示の内容通りの効果を譲受人に主張することができると解することがで

きるため、上記の問題は生じないと考えられる」からであるとしている。さらに
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「債務者の承諾を得ない譲渡を無効とする特約をしておけば、その特約違反の譲渡

が無効であることを譲受人に対して対抗することができることになると考えられ

る。」としている。しかし、債務者の承諾を得ない譲渡を無効とする特約について

は、「特約」の対抗と説明されているが、「譲渡制限の意思表示」の主張とは規律構

造的には異なるものであるとの立場からすると、妥当とはいえない。

⑤要綱仮案では(5) 、「第 18、1(5)ア預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金

に係る債権（以下「預貯金債権」という。）について譲渡制限の意思表示がされた

場合において、そのことを知り、又は重大な過失によって知らなかった第三者がそ

の債権を譲り受けたときは、(1)アの規定にかかわらず、債務者は、譲渡制限の意

思表示をもってその第三者に対抗することができる。イアの規定は、その債権に

対して強制執行をした差押債権者に対しては適用しない。」と規律提案し：部会資

料 83―2を維持している。

（ⅱ）預貯金債権に係わる「譲渡制限の意思表示」の特則規律の改正経緯における

規律構成 預貯金契約を原因として生じた債権に「譲渡制限の意思表示」が付され

た場合の預貯金債権の移転規律について、「譲渡制限の意思表示」付き債権移転規

律（改正民法 466条）の原則とは異なる特則を設けるものである。改正経緯をみ

ると、預貯金債権の移転規律では、債権者A・債務者Bがした「譲渡制限の意思表

示」を、知又は重過失不知の譲受人Cに対抗できるとするものである。私見の立

場からすれば、債権者Aと譲受人Cとの債権移転契約及び債権者Aと債務者Bと

の債権発生契約という三者が関与する債権移転取引規律において、債権者A・債務

者B間の債権発生原因が「預貯金契約」である場合に付された「譲渡制限の意思

表示」を、知又は重過失不知の譲受人Cに主張できると特則規律するものである。

そこで、まず、このような特則規律することが、預貯金債権の移転取引規律として

適正であるか問題となる。改正者の説明では、預貯金債権の特殊性と金融機関（債

務者B）の支払事務処理上の必要性、それらの結果としての預貯金者（債権者A）

の保護が挙げられている。しかし、預貯金債権は債権移転取引の主要な取引債権で

あり、このような預貯金債権について債権移転取引の障害となるような特則を設け

ることによって、世界的傾向に対応するための債権流動化に向けての改正を阻害す

ることにならないのかの疑念が残る。また、改正民法 466条の 2で「譲渡制限の

意思表示」がなされた債権に係わる債務者の供託規律が設けられたことから、これ
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によって金融機関である債務者Bの支払事務処理上の問題は容易に解消されるこ

とにならないのかどうかの疑念も生ずる。なお、規律構成についても、部会資料
83―2の説明では、譲渡制限の意思表示の多様性から「債権の譲渡は、その効力を

有しない」とする規律構成を「譲渡制限の意思表示を対抗することができる」とし

て“対抗構成”に改めるのが妥当としている(6) 。しかし、その特則を設けること

が預貯金債権の移転取引規律として適正であるとすれば「譲渡制限の意思表示の存

在を主張することができる」と規律構成をすることが可能であり、対抗構成に拘る

必要はないのではないだろうか。

注
(1)部会資料 37 5頁。
(2)部会資料 74B 15頁以下。
(3)部会資料 81―3 2頁以下。
(4)部会資料 83―2 25頁。
(5)民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案 31頁。
(6)部会資料 83―2 25頁。

（ハ）「譲渡制限の意思表示」付き金銭債権の移転と債務者の供託規律

改正民法 466条の 2は「譲渡制限の意思表示」付き債権が譲渡された場合の債務

者の供託について、債務者は債務の履行地の供託所に供託できるとし（1項）、供

託をした債務者は、譲渡人、譲受人に通知するものとし（2項）、供託した金銭は

譲受人に限り、還付請求できると新設規律している。

（ⅰ）「譲渡制限の意思表示」付き金銭債権の移転と債務者の供託規律の改正経緯

債務者の供託規律については、中間試案でも提案されていない。改正検討がかな

り進んでから規律提案されたものである。

①部会資料 74Aでは、供託については「譲渡禁止特約付債権が譲渡され、譲受

人が特約について悪意又は重過失であるか否かを債務者が判断することができな

いときは、債務者は、債権者不確知を理由として、供託することができると解され

ている。そこで、譲渡制限特約付きの債権が譲渡された場合における債務者の誤弁

済のリスクを回避する観点から、債務者が供託をすることによって債務を免れられ

るようにすることを求める意見がある。このたたき台の考え方を採用する場合に

も、譲受人が悪意又は重過失であるか否かを債務者が知らないときに、債務者が弁
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済の相手方の判断に困るという事態が生じ得ることについては、現在と同様である

ことを考慮すると、債務者保護の観点から、債務者が弁済供託をすることによっ

て債務を免れることができるという結論は引き続き維持されてよいと考えられる。

この場合には、民法 494条とは別の独立の供託原因を設ける必要があるので、そ

の規定の置き場所を検討する必要が生ずるが、この点は追って取り上げることとす

る。」と説明(1) している。

②部会資料 78Bでは、当事者間の特約（譲渡制限特約）によって債権譲渡の効

力は妨げられないという考え方（部会資料 74A参照）を採用する場合に、「第 3、
1(2)ア債務者は、譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡された場合には、その

譲渡された金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託するこ

とができる。イ上記アの規定により供託をした者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受

人に供託の通知をしなければならない。ウ上記アの規定により供託をした金銭は、

譲受人に限り、還付を請求することができる。」と検討提案している。この検討提

案についての部会資料 78Bの説明(2) では「部会資料 74A第 1、1の考え方による

と、譲渡制限特約付債権が譲渡された場合には、譲受人の主観にかかわらず、債権

は譲受人に移転することになる。」このため、債権者不確知を理由とする供託はで

きなくなる。そこで、「新たな独立の供託原因を設けて、債務者が供託によって債

務を免れることができる状況を維持する必要性があるといえる。」また「供託金の

還付を請求する権利を有するのは、常に譲受人に限られるべきであるという点で、

現行法とは違いがある。これは、債権譲渡が有効である以上、譲渡人に還付を受け

させる理由がなく、譲渡人が還付請求権を有するとすると、その債権者による差押

え等が可能となり、譲受人が不利益を被るという不都合が生ずるからである。譲受

人のみが還付を請求することができるが、譲渡がされた場合に弁済の相手方の判断

が困難となるということを理由として、供託をすることができることとされた利益

状況は、第三債務者の権利として執行供託が認められる場面（民事執行法 156条

第 1項）に類似しているといえる。」そこで「本文 (2)アでは、権利としての執行供

託の規律を参照して、弁済をする者の過失の有無を問わず、供託をすることができ

るという規律を設けることを提案している。」「本文 (2)イは、民法 495条 3項に対

応する規律を設けるものである。同項による通知先は被供託者になると解される

ことから、譲渡人と譲受人の双方に対して、通知する必要があることを明確化して
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いる。」「本文 (2)ウは、同アに基づいて供託された金銭についての還付請求権が譲

受人にのみ帰属し、譲渡人はこれを有しないことを明らかにするものである。譲渡

人も弁済の受領権限を有する以上、このような規律を設けなければ、譲受人のみが

還付請求権を有するという帰結を導くことは困難であると考えられるからである。」

としている。

③部会資料 81―3では「第 2、1(3)ア (ア)債務者は、金銭債権について (1)アの

意思表示をした場合において、その金銭債権が譲渡されたときは、その譲渡された

金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
(イ) (ア)の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び債権者に供託の

通知をしなければならない。(ウ) (ア)の規定により供託をした金銭は、債権者に

限り、還付を請求することができる。」と規律提案している。部会資料 81―3の説

明(3) では「素案イは、部会資料 78B第 3、1(3)の考え方を基本的に採用するもの

である。」「第 89回会議での意見を踏まえ、供託の請求をすることができる者を、

金銭債権の全額を譲り受けた者に限ることとしている。」これは「例えば、一つの

債権について複数の者に質権の設定をしたような場合に、質権者の一人が供託の請

求をし、債務者が債務全額について供託をすると、供託された金銭について残りの

質権者も質権を有するかということや、仮に質権を有すると考えるならば、供託さ

れた金銭の還付の手続をどのように制度設計するかという点について複雑な問題

が生ずることになるので、この問題を回避する観点から、債権の全額を譲り受けた

譲受人であって、その譲渡を第三者に対抗することができる者に限って、供託の請

求をすることができることとしたものである。この供託によって、債務者に債務の

全額を供託させることができるのであるから、供託の請求をすることができる者に

ついて、債権全額を譲り受けた者に限定することには合理性があると考えられる。」

としている。

④部会資料 83―2では「第 19、1(3)ア (ア)債務者は、金銭債権（金銭の給付を

目的とする債権をいう。以下この (3)において同じ。）について譲渡制限の意思表示

をした場合において、その金銭債権が譲渡されたときは、その譲渡された金銭債権

の全額に相当する金銭を債務の履行地（債権者の現在の住所が債務の履行地である

場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。イにおいて同じ。）の供託所に供託

することができる。(イ) (ア)の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人
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及び債権者に供託の通知をしなければならない。(ウ) (ア)の規定により供託をした

金銭は、債権者に限り、還付を請求することができる。」と規律提案している。部会

資料 83―2の説明(4) では、供託所の規律について「今般の改正（第 19、1(1)）に

よれば、譲渡制限の意思表示が付された債権の譲渡は常に有効であるため、「債権

者」は譲受人となる。したがって、従前の案によれば、譲渡人の現在の住所を管轄

する供託所に供託することができないことになりかねないという問題があったが、

債務者保護の観点からは、譲渡人の現在の住所を管轄する供託所における供託を可

能とする必要がある。そこで、この点を明確化するために、今回の要綱仮案（案）

では、素案アの債権者という文言の後に括弧書きを付すこととした。」としている。

⑤要綱仮案（第 19、1⑶ア (ア)）でも、同旨の規律提案がなされている。

⑥部会資料 84―2では「要綱仮案第 19の 1(3)ア (ア)の「債務の履行地（債権者

の現在の住所が債務の履行地である場合…」との文言では、当事者間の合意によっ

て定められた債務の履行地内にたまたま債権者の現在の住所があったときに、譲渡

人の現在の住所地でも供託をすることができる旨の誤読のおそれがあることから、

「債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合」との文言に改めることに

したと説明(5) している。

（ⅱ）「譲渡制限の意思表示」付き金銭債権の移転と債務者の供託規律の改正経

緯における規律構成 債権者Aと債務者B間での甲金銭債権の発生時に「譲渡制

限の意思表示」がなされたときは、債権者Aと譲受人Cとの甲金銭債権全額につ

き債権移転契約がなされると、債務者Bは甲金銭債権全額につき供託することが

できるとするのが金銭債権移転取引の適正規律であるとの考えによるものである。

部会資料 78Bでは、債務者Bが供託をすることができるとする利益状況は、第三

債務者の権利として執行供託が認められる場面（民事執行法 156条 1項）に類似す

るとしている。改正提案での「譲渡制限の意思表示」付き債権の移転規律では、債

権者Aと譲受人Cとの債権移転契約により、譲受人Cの主観的態様（知・不知・

軽過失不知・重過失不知）に係わらず、譲受人Cが債権者になる。その一方で、債

務者Bは譲受人Cの主観的態様が知・重過失不知のときは履行の拒否又は譲渡人
Aへの弁済の抗弁を主張できる。このことから、債務者Bは、譲受人Cの主観的

態様を判断しなければならないという問題が生ずることになる。債務者Bに生ず

る、このような問題を解消するために規律したもので妥当な新設といえる。
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注
(1)部会資料 74A 7頁。
(2)部会資料 78B 10頁、11頁。
(3)部会資料 81―3 1頁。
(4)部会資料 83―2 23頁。
(5)部会資料 84―2 4頁。

（ニ）譲渡制限の意思表示付き債権の移転と譲渡人の破産

改正民法 466条の 3は譲渡禁止の意思表示付き債権が譲渡され、譲渡人が破産

した場合について、譲受人が譲渡禁止特約につき知又は重過失不知であっても、債

務者に債権の全額に相当する金銭を供託させることができ、債務者は譲渡人に供託

の通知をし、供託した金銭は譲受人に限り、還付請求できると新設規律している。

（ⅰ）譲渡制限の意思表示付き債権の譲渡の場合における譲渡人の破産規律につ

いての改正経緯 ①部会資料 55では「第 3、1(4) 上記 (3)に該当する場合であっ

ても、次に掲げる事由が生じたときは、債務者は、譲渡制限特約をもって譲受人に

対抗することができないものとする。ウ譲渡制限特約がある債権の譲受人がその

債権譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場合において、譲渡人につ

いて破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定があったこと。」と新設

提案している。

②部会資料 58第 18、1⑷ウでも、同旨の提案がなされている。そして、部会資

料 58の概要(1) では「譲渡人の受領権限を破産管財人等が承継すると、譲渡制限

特約付債権は破産財団等に帰属しないにもかかわらず、譲受人が債権全額の回収を

受けることができなくなるおそれが生じ、譲受人の保護に欠けることになる一方

で、譲渡人からその破産管財人等が受領権限を承継するのであるから、債務者に

とっては、弁済の相手方を固定する債務者の利益はもはや失われている場合である

と評価することができることを考慮したものである。」と説明している。

③中間試案では、「第 19、1(4)上記 (3)に該当する場合であっても、次に掲げる

事由が生じたときは、債務者は、譲渡制限特約をもって譲受人に対抗することがで

きないものとする。この場合において、債務者は、当該特約を譲受人に対抗するこ

とができなくなった時まで（ウについては、当該特約を対抗することができなく

なったことを債務者が知った時まで）に譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人
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に対抗することができるものとする。ウ譲受人がその債権譲渡を第三者に対抗す

ることができる要件を備えた場合において、譲渡人について破産手続開始、再生手

続開始又は更生手続開始の決定があったこと。」と規律提案している。この譲渡人

の破産の場合には悪意重過失譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗できないとする例

外規律について、中間試案の補足説明では(2) 本文 (4)ウは、譲渡人について倒産手

続開始の決定があった場合に、「倒産手続を通じて回収しなければならないとする

と、譲受人が債権額全額の回収をすることができないおそれがあるが、譲受人は譲

渡人の一般債権者に対して、譲渡制限特約付債権が自らの責任財産に帰属すること

を対抗することができることを考慮すれば、このような事態を避ける必要がある。」

また「譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人が譲渡人

の受領権限を承継する結果、破産管財人が債権を回収して譲受人に引き渡さなけれ

ばならないことになると考えられるが、破産管財人が譲受人のためにこのような事

務負担を強いられることを疑問視する見解がある。」他方「譲渡人について破産手

続開始又は更生手続開始の決定があったときは、もはや債務者は元の債権者である

破産者又は更生会社に対して債務を履行することができなくなるから、弁済の相手

方を固定する債務者の利益はもはや失われていると評価することができる。また、

譲渡人について再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者に対して直ちに

債務を履行することができなくなるわけではないものの、債務の履行をすることが

できなくなる可能性があることを踏まえれば（民事再生法 76条 2項、3項参照）、

債権の譲受人の利益を犠牲にしてまで債務者の利益を保護する必要性が失われてい

ると評価することが可能であるという点を考慮したものである。」と説明している。

④部会資料 74Aでは(3) 、中間試案では、「譲渡制限特約付債権が悪意又は重過

失の譲受人に譲渡された場合であっても、その譲受人が第三者対抗要件を具備して

いれば、譲渡人について破産手続開始の決定等があったときや譲渡人の債権者が譲

渡制限特約付債権を差し押さえたときには、債務者は譲受人に対して譲渡制限特約

を対抗することができなくなる旨の規定を設ける考え方が取り上げられていた（中

間試案第 18、1(4)ウ、エ参照）。」「これらの場合には、譲渡がなければ債務者は譲

渡人以外の者に対して弁済をしなければならない場面であって、弁済の相手方を固

定するという債務者の利益が失われていると評価することができることと、破産手

続開始の決定があった場合のように譲渡人の資力が悪化している場合に、譲受人が

128



明治大学　法律論叢 94巻 1号：責了 book.tex page129 2021/07/20 15:07

私法規律の構造 4（伊藤）

その債権を譲渡人の他の債権者に優先して回収し得ることが担保されていること

は、資金調達の円滑化という観点からは不可欠であるとの指摘があることを理由と

するものであった。」しかし、「譲渡人についての破産手続開始の決定があったこと

など、債務者とは関係のない事由が生じたことによって、弁済の相手方を固定する

ことについての債務者の利益が奪われるのは不当であるということや、譲渡制限特

約を付していても、譲渡人について破産手続開始の決定があったこと等の事由が生

じた場合に備えて、第三者対抗要件具備の先後を把握し、管理しておかなければな

らないという負担が増えるが、これでは譲渡禁止特約によって従来保護されてきた

債務者の利益が引き続き保護されるとは言い難いということなど」強く反対する意

見が少なくなかった。そこで、「部会資料 74Aでは、中間試案第 18、1(4)ウ、エ

の規律を設ける考え方は取り上げていない。」しかし、「債権譲渡による資金調達の

促進に資する規定を設けることを強く求める意見も少なくないという状況を踏ま

えると、これに代わる規律を設けることの可否を更に検討する必要があるように思

われる。」と指摘している。

⑤部会資料 78Bでは、当事者間の特約（譲渡制限特約）によって債権譲渡の効

力は妨げられないという考え方（部会資料 74A参照）を採用する場合に、「第 3、
1(3)譲渡制限特約が付された金銭債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡された場

合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、その譲渡を第三

者に対抗することができる譲受人は、債務者にその譲渡された金銭債権の全額を

供託させることができる。この場合においては、上記 (2)イ及びウの規定を準用す

る。」との検討提案をしている。部会資料 78Bの検討(4) では、「譲渡人について破

産手続開始の決定がされているときには、その後に債務者が破産管財人に対して弁

済すると、その金銭の引渡請求権は財団債権として保護されるとしても、譲受人が

全額の回収をすることができないおそれがあることが資金調達の際に問題となり

得ると指摘されている。」この点について「中間試案では、破産手続開始の決定等

があった場合には、債務者が譲受人に対して弁済しなければならなくなるという規

律を設ける考え方が取り上げられていたが（中間試案第 18、1(4)ウ、エ）、これに

対しては、譲受人が第三者対抗要件を最初に具備したかどうかを判断する負担を債

務者が負うのは妥当でないとして反対する意見があり、この考え方を採用すること

は困難であることを前提に、部会資料 74Bでは、別の方策として複数の考え方が
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取り上げられるなど、中間試案の考え方に代わる規律の在り方について、更に検討

がされてきた。」部会資料 74Aの考え方における譲受人は、譲渡された債権は自ら

の責任財産に帰属することを主張することができるが、一定の事由が生ずるまでは

自ら債権を取り立てることができない。これは、担保権を設定した財産について他

の債権者に優先することができる立場にある担保権者に類似する立場にあると言

える。」「債権質については、民法 366条 3項において、債権回収が困難とならない

ようにするために質権者が供託をさせることができるとされており、この規定を参

照し、譲渡制限特約付債権が譲渡された場合についても同様の規律を設けることに

よって、譲受人の保護を図ろうとするものである。」「本文 (3)の規律を設けた場合

には、中間試案に寄せられた批判と同様に、債務者において第三者対抗要件を具備

した譲受人の有無を判断しなければならないという負担を負うことになるのでは

ないかという批判があり得る。」しかし「本文 (3)の規律の対象となるのは、譲受

人から供託の請求があった場合であり、その請求の前提として、譲受人は自らが第

三者対抗要件を具備した譲受人であることを立証しなければならないので、中間試

案の考え方と比べて、債務者の管理の負担は比較的軽いものと考えられる。」「この

ほか、中間試案の考え方に対しては、譲受人に対して直接弁済をしなければならな

くなることへの批判もあったが、この点も供託という方法を活用することによっ

て解消されているといえる」と説明している。改正民法 466条の 3は、部会資料
78B第 3、1(3)の規律提案の文言を整理して維持している。

⑥部会資料 81―3では「第 2、1(3)イア (ア)（譲渡制限付き金銭債権の譲渡）に

規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、(1)

イ（悪意・重過失の譲受人）の規定にかかわらず、債権者（その金銭債権の全額を

譲り受けた者であって、その金銭債権の譲渡につき第三者に対抗することができる

ものに限る。）は、債務者にその金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の

供託所に供託させることができる。この場合においては、ア (イ)及び (ウ)の規定

を準用する。」と規律提案している(5) 。

⑦部会資料 83―2では「第 19、1(3)イア (ア)に規定する場合において、譲渡人

について破産手続開始の決定があったときは、(1)イの規定にかかわらず、債権者

（その金銭債権の全額を譲り受けた者であって、その金銭債権の譲渡につき第三者

に対抗することができるものに限る。）は、債務者にその金銭債権の全額に相当す
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る金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、

ア (イ)及び (ウ)の規定を準用する。」と規律提案している(6) 。部会資料 81―1及

び部会資料 83―2では、債務者の供託規律と同一条文で規律することを提案され

ているが、改正民法は 466条の 2と 466条の 3に別けて規律している。

⑧部会資料 84―2では「第 19 1(3)イア (ア)に規定する場合において、譲渡人

について破産手続開始の決定があったときは、譲受人（ア (ア)の債権の全額を譲り

受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができ

るものに限る。）は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失に

よって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債

務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、ア (イ)及び
(ウ)の規定を準用する。部会資料 84―2の説明(7) では「要綱仮案第 19の 1(3)イ

の規律は、譲受人が悪意又は重過失であって、債務者に対して直接履行を請求する

ことができないときに機能するものである。善意かつ無重過失の譲受人について

もこの規律による供託請求をすることは排除されていないが、これは、善意かつ無

重過失の譲受人が供託請求をすることは実際上想定されない上、仮に供託請求がさ

れたとしても債務者は譲受人に履行をすれば免責されるのであるから、特に不都合

はないことを考慮したものである。」しかし、「この規律が実際上機能する場面は譲

受人が悪意又は重過失であるときであるにもかかわらず、そのことが分かりにくい

という問題があることから、要綱仮案の「(1)イの規定にかかわらず」の文言を削

除した上で、「譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって

知らなかったときであっても」という文言を加えることとし」たと説明している。

（ⅱ）「譲渡制限の意思表示」付き金銭債権の移転と債務者の供託規律の改正経緯

における規律構成 譲渡人（債権者）Aが譲受人Cに譲渡制限の意思表示付き金銭

債権を譲渡した後に、Aにつき破産手続開始決定があったときのCと債務者B間

の特則規律ともいえる。すなわち、譲渡制限の意思表示付き金銭債権譲渡の改正提

案では、原則規律として、A・C間の債権移転契約（譲渡契約）によりCは有効に

債権を取得することになるが、Bは知又は重過失不知のCに対しては履行の拒否又

はAへの弁済の主張（抗弁）ができることになる。このためAにつき破産手続開

始決定があったときでも、Bがこのような主張（抗弁）をすると、知又は重過失不

知のCは、Aの破産管財人によって、破産手続によってBから回収するしかない。
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この結果、Cが債権を取得しているにも係わらず全額の回収が得られるかどうかわ

からないという不都合が生じることになる。このことから、部会資料 55、58及び

中間試案では、Aにつき破産手続開始決定があったときは、Bは、対抗要件を具備

した悪意又は重過失のCに対し「譲渡制限の意思表示」を対抗できないと規律提

案していた。この規律提案は「対抗構成」によって、Aにつき破産手続開始決定が

あったとき、Cに生ずる不利益に対応するものといえる。この結果、Bは、悪意又

は重過失のCに履行の拒否を対抗できないことになり、悪意又は重過失のCはB

から直接支払を受けることができることになる。このことにより、Bの「譲渡制限

の意思表示」により債権者を固定するという利益が損なわれることになるが、Aに

つき破産手続開始決定があったときは、弁済の相手方を固定する債務者の利益はも

はや失われていると評価することができるとしている。また、このような「対抗構

成」規律では、Cが対抗要件を具備した者であるかどうかを、Bが判断しなければ

ならないという不利益が生ずることになるとの指摘がなされている。そこで、部会

資料 78B、81―3、83―2、84―2では、Aにつき破産手続開始決定があったとき

は、知又は重過失不知のCであっても、対抗要件を具備しているときは、Bに供託

させることができると規律提案している。このような規律提案は、規律構成として

は、部会資料 55、58及び中間試案での「対抗構成」による規律提案では、Aにつき

破産手続開始決定があったときのC・Bの関係を適正に規律することができないこ

とから、改正前民法 366条 3項を参照してAにつき破産手続開始決定があったと

きのC・Bの関係を適正に規律するために、CがBに供託させることができるとす

るものと解される。このような規律思考は、譲渡人（債権者）A・譲受人C・債務

者Bの三者が関与する債権移転取引の規律において、Aが破産したとき、CとBと

の法的関係を、どのように規律するのが債権移転取引規律として適正であるかの観

点から、その規律を思考する必要であるとする多角法理と同旨ということになる。

注
(1)部会資料 58 90頁。
(2)商事法務編・民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明（商事法務・2013年）

237頁。
(3)部会資料 74A 13頁。
(4)部会資料 78B 11頁。
(5)部会資料 81―3 1頁。
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(6)部会資料 83―2 23頁。
(7)部会資料 84―2 4頁。

（ホ）譲渡制限の意思表示付き債権の差押え規律 改正民法 466条の 4は、譲渡

禁止の意思表示付き債権の差押えについて、強制執行をした差押債権者に対しては
466条 3項を適用しないとし（1項）、譲受人その他の第三者が譲渡禁止の意思表

示につき知又は重過失不知の場合において、その債権者が強制執行をしたときは、

債務者は、その債権の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の

債務を消滅させる事由を、差押債権者に対抗できる（2項）。と新設規律している。

（ⅰ）譲渡制限の意思表示付き債権の差押え規律についての改正経緯 ①部会資

料 37では「第 1⑵イ譲渡禁止特約付債権については、差押債権者が譲渡禁止特約

の存在について悪意［又は重過失］である場合でも、差し押えすることができ、か

つ、転付命令によって移転することができるとする判例法理を明文化するものとし

てはどうか。」と検討提案している。部会資料 37の補足説明(1) では「譲渡禁止特

約に違反する債権の譲渡が無効であるとすれば、譲渡禁止特約のある債権を差し押

さえることができ、転付命令により債権を移転させることができるかという点が問

題となり得る。」判例(2) は「私人間の合意により差押禁止財産を作出することを認

めるべきではないことから、譲渡禁止特約付債権についても、転付命令による債権

の移転を認めるべきであるとしている。この判例法理に対しては、特に異論は見ら

れない。」第 7回会議でも「これに対して特に異論はなかったとしている。」と説明

している。

②部会資料 55では、「第 3、1(4)上記 (3)に該当する場合であっても、次に掲げ

る事由が生じたときは、債務者は、譲渡制限特約をもって譲受人に対抗することが

できないものとする。エ譲渡制限特約がある債権の譲受人がその債権譲渡を第三

者に対抗することができる要件を備えた場合において、譲渡人の債権者が当該債権

を差し押さえたこと。」「第 3、1(5)譲渡制限特約のある債権が差し押さえられたと

きは、債務者は、当該特約をもって差押債権者に対抗することができないものとす

る。」と提案している。

③部会資料 58第 18、1⑷エ及び部会資料 55第 3、1(4)と同旨の提案をしてい

る。部会資料 58の要旨(3) では、「譲渡制限特約付債権が差し押さえられると、本
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来、債務者は特約を対抗することができず（本文 (5)）、特約によって保護されるべ

き債務者の利益が失われたと評価することができる一方で、差押えされる局面にお

いては、譲受人が債権全額を回収することができないおそれがあるため、譲受人を

保護する必要性が高い点を考慮したものである。」と説明している。

④中間試案では「第 18、1(4) 上記 (3)に該当する場合であっても、次に掲げる

事由が生じたときは、債務者は、譲渡制限特約をもって譲受人に対抗することがで

きないものとする。この場合において、債務者は、当該特約を譲受人に対抗するこ

とができなくなった時まで・・に譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗

することができるものとする。エ譲受人がその債権譲渡を第三者に対抗すること

ができる要件を備えた場合において、譲渡人の債権者が当該債権を差し押さえた

こと。（注 1）上記 (4)エについては、規定を設けないという考え方がある。」及び

「(5) 譲渡制限特約のある債権が差し押さえられたときは、債務者は、当該特約を

もって差押債権者に対抗することができないものとする。（注 2）民法 466条の規

律を維持するという考え方がある。」と規律提案している。この中間試案の補足説

明(4) では「本文 (4)エは、譲受人に劣後する差押債権者が譲渡制限特約付債権を差

し押さえた場合に、譲受人に対して譲渡制限特約を対抗することができないとする

ものである。譲渡制限特約付債権が差し押さえられると、本来、債務者は特約を対

抗することができず（本文 (5)）、特約によって保護されるべき債務者の利益が失わ

れたと評価することができる一方で、差押えがされる局面においては、譲受人が債

権全額を回収することができないおそれがあるため、譲受人を保護する必要性が高

い点を考慮したものである。」と説明している。なお、概要(5) では「本文 (5)は、

譲渡制限特約付債権が差し押さえられたときは、債務者は、特約を差押債権者に対

抗することができないことを明らかにするものであり、判例法理(6) の実質的な内

容を維持する趣旨である。以上に対して、このような民法 466条の改正は、譲渡

人の債権者の債権回収に悪影響を及ぼすおそれがあるとして、同条を維持すべきで

あるという考え方があり、これを（注 2）で取り上げている。」と説明している。

⑤部会資料 74Aでは「第 1、1(4)上記 (2)の特約のある債権に対して強制執行が

されたときは、債務者は、その特約を差押債権者に対抗することができない。ただ

し、上記 (2)の特約のある債権が悪意又は重大な過失のある譲受人に譲渡された場

合において、その譲受人の債権者によって当該債権に対して強制執行がされたとき
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は、この限りでない。」と規律提案している。部会資料 74Aの説明(7) では「素案
(4)本文は、判例(8) の実質的な内容を維持する趣旨で、譲渡制限特約付債権につい

て強制執行がされたときは、債務者は、譲渡制限特約を差押債権者に対抗すること

ができないことを明らかにしている。」「中間試案では、この規律素案 (4)が適用さ

れる場面を「譲渡制限特約のある債権が差し押さえられたとき」と表現していた

が、判例(9) は、強制執行により差押えがされた場合に関するものであり、担保権

の実行によって差押えがされた場合には妥当しないものであるという一般的な理

解を明確化する趣旨で、素案 (4)では、「譲渡制限特約のある債権に対して強制執

行がされたとき」と表現を改めている。」また「このたたき台のように、当事者間

の特約によって債権譲渡を無効とすることはできないという考え方を採ると、譲渡

制限特約付債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡された場合において、当該譲受人

の債権者がその譲渡制限特約付債権に強制執行をしたときの法律関係が問題とな

る。」「素案 (4)ただし書はこの問題を取り上げるものであるが、差押債権者に、執

行債務者である譲受人が有する権利以上の権利が認められるべきではないと考え

られるため、債務者が譲受人に対して譲渡制限特約を対抗することができる場合に

は、差押債権者に対してもこれを対抗することができることとしている。」として

中間試案の改正点を説明(10) している。

⑥部会資料 74Bでは(11) 、「担保権の実行時に譲受人（担保権者）による直接の

引渡請求を可能とする考え方について中間試案第 1、1(4)ウ、エは譲渡人の無資力

のリスクを譲受人が回避することができるところにある。」「担保権の実行としての

差押えがあったときに、譲受人（担保権者）が債務者（第三債務者）から直接取り

立てることができるようにするのも、譲渡人の無資力のリスクの回避を可能とする

ことを目的とするものと考えられるので、この内容について以下検討する。」「部会

資料 74A第 1、1の規律は担保権の設定にも適用されるので、譲渡制限特約が付さ

れた債権について担保権の設定を受けた悪意又は重過失の担保権者は、担保権を実

行して、その債権を差し押さえても、第三債務者は履行を拒絶することができるこ

とになる。担保権の実行の場合には、譲受人（担保権者）が譲渡人（債務者）に対

して必ず被担保債権を有しているので、担保権の実行時には債権者代位権の要件を

充足していることが多い。このため、現行法の下でも、譲渡禁止特約について悪意

又は重過失の譲受人に対して債務者が特約を対抗することができる場合であって
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も、譲受人は、被担保債権を被保全債権として債権者代位権を行使することによっ

て、直接債務者（第三債務者）から取り立てることが可能である。」また「譲受人

（担保権者）が債権者代位権を行使するのみであれば、債務者（第三債務者）は譲

渡人に対して弁済をすることが可能であるが、譲受人（担保権者）が被担保債権を

被保全債権として、譲渡制限特約付債権に仮差押えをすることによって、譲渡人

（債務者）への弁済をすることもできなくなる。」このように「担保権の実行として

の差押えがあったときに譲渡制限特約を対抗することができないとする規律を設

けることは、現在でも譲受人（担保権者）が債権者代位権を行使した上で、被代位

権利について仮差押えをするという別の法律構成によって事実上可能であること

を担保権の実行という手続を採る場合についても可能とするものだから、現在に比

して、債務者（第三債務者）の利益を損なうとはいえない。」また「債務者（第三

債務者）は、執行供託をすることによって債務を免れることも可能である（民事執

行法 193条 2項、156条）。」他方「部会資料 74A第 1、1の考え方を採用して民法
466条を改正した場合には、譲渡人は債務者に対して履行請求をする権限を失うた

め、譲受人は、有効に担保権を設定している債権を被代位権利として債権者代位権

を行使することができなくなるという解釈が成り立ち得る。このため、引き続き債

権者代位権の行使が可能であるから、担保権の実行の場合に特約を対抗することが

できない旨の規定を設けなくてよいということにはならず、譲受人（担保権者）の

利益保護のためには新たにこのような規定を設ける必要性があると考えられる。」

この考え方は「真正譲渡について適用される余地がないので、債権譲渡による資金

調達の促進という目的を完全に達成することはできない。中小企業の資金調達の

場面では真正譲渡よりも担保の設定のほうが多いと言われることからすれば、中小

企業の資金調達にとっては利点があるとバランスを失しているという批判があり

得る。」また「この考え方は、担保権の実行による差押えがあった場合に適用され

る規律を設けようとするものであるので、債権質については適用されるが、譲渡担

保については適用の余地がない。」なお「この考え方を更に進めて、当事者間の特

約によって担保権の設定を制限することはできない旨の規律を設けるべきである

という意見もパブリック・コメントの手続には寄せられている。」と説明している。

⑦部会資料 83―2では「第 19、1(4)譲渡制限の意思表示が付された債権の差押

えについて、次のような規律を設けるものとする。ア (1)イの規定は、その債権に
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対して強制執行をした差押債権者に対しては適用しない。イアの規定にかかわら

ず、譲渡制限の意思表示があることを知り、又は重大な過失により知らなかった第

三者の債権者によって、その債権に対して強制執行がされたときは、債務者は、そ

の債務の履行を拒むことができるほか、譲渡人に対する弁済その他の当該債務を消

滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。」と規律提案している。

改正民法 466条の 4は、基本的には、この規律提案を採用している。部会資料 83

―2の解説(12) では「改めて検討したところ、従前の案のアによれば、担保権者が

差し押さえた場合にも、債権譲渡制限特約を対抗することができないこととなって

しまうが、これでは、判例(13) の実質的な内容を明文化するものとはならず、内容

としても適当ではないと考えられる。そこで、この要綱仮案（案）では、「債権に

対して強制執行をした差押債権者」という限定をすることとしたとし、担保権者に

よる差押との区別を明確にするよう改正したとしている。また、「素案イについて

は、素案アとの関係を明確化する観点から、『アの規定にかかわらず』という文言

を加えることとした。」としている。

⑧要綱仮案では、「第 19、1(4)ア (1)イの規定は、その債権に対して強制執行

をした差押債権者に対しては適用しない。イ アの規定にかかわらず、譲渡制限の

意思表示があることを知り、又は重大な過失により知らなかった第三者の債権者に

よって、その債権に対して強制執行がされたときは、債務者は、その債務の履行を

拒むことができるほか、譲渡人に対する弁済その他の当該債務を消滅させる事由を

もって差押債権者に対抗することができる。」と規律提案している。

（ⅱ）譲渡制限の意思表示付き債権の差押え規律についての改正経緯における規律

構成 債権者A・債務者B間で譲渡制限の意思表示が付された債権を Eが差押え

たとき、BとEの関係をどのように規律するか。すなわち、BがEに対して「譲

渡制限の意思表示」を付したことによる債権者の特定の利益を主張することができ

るか否かについての規律が問題となる。そこで、まず、譲渡制限の意思表示が付さ

れた債権の差押えの効力自体が問題となるが、改正案では、私人間で差押え禁止債

権を作り出すことはできないとする判例(14) を踏襲するとしていることから、Eに

よる差押え、転付命令は有効であることを前提として B・E関係を規律することに

なる。このことを前提として、改正案では①A（債権者・譲渡人）に帰属する譲渡

制限の意思表示付き債権に対する強制執行をした差押債権者が知又は重過失不知の
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Eであっても、Bは履行拒否または譲渡人への弁済の抗弁を「対抗」することがで

きないとしている。改正民法 466条の 4第 1項で採用されている。②A（債権者・

譲渡人）に帰属する譲渡制限の意思表示付き債権の担保権者Fが差押えた場合につ

いては、中間試案までは①の場合と同様に考えられていたようであるが、部会資料
74Bでの検討で譲受人よりも担保権者の方が強く保護されることになるのは妥当で

はないと指摘され、部会資料 83―2で修正された。このことから、Bは担保権者F

に対しては履行拒否または譲渡人への弁済の抗弁を「対抗」できることになる。③

譲渡制限の意思表示付き債権がAから知又は重過失不知のCに譲渡され、Cの債

権者Gが強制執行した場合は、BはGに履行拒否または譲渡人への弁済の抗弁を

「対抗」できる。この場合には、知又は重過失不知CとGとは同じ立場に立つもの

とみるもので妥当といえる。④譲渡制限の意思表示付き債権がAから知又は重過失

不知のCに譲渡された後、Aの債権者Hが差し押さえた場合について、中間試案

までは、BはHに履行拒否または譲渡人への弁済の抗弁を「対抗」できないと提

案していた。しかし、これについては疑問である。Cが知または重過失不知であっ

ても、AからCへの譲渡は有効であり、このことによって譲渡制限の意思表示付

き債権はCに帰属することになるから、Aの債権者Hの差押えの効力を認めるこ

とはできないといえるからである。このためか、④の場合については、改正案では

取り上げられていない。これらの規律内容は債権移転取引における規律として適

正といえる。ただ、改正案では「対抗構成」によっているようであるが、その内容

は「譲渡制限の意思表示」についての改正者の理解としては「履行拒否または譲渡

人への弁済の抗弁」の主張の可否構成とみることができる。これは、債権移転取引

における債権者A・債務者B・譲受人Cに差押権者を加えての多角関係において、

譲渡制限の意思表示付き債権が差押えられた場合のBと差押権者との関係につい

て、債務者Bの「譲渡制限の意思表示」が付されていることによる債権者固定の利

益の主張を認めるのか、差押権者の直接取立を認めるのか、どちらが適正規律とい

えるかの規律構成によっているものと解するのが妥当ではないかと思われる。

注
(1)部会資料 37 8頁。
(2)最判昭和 45・4・10民集 24巻 4号 240頁、長坂純＝川地宏行編・改正民法［債権法］に
おける判例法理の射程（第一法規・令和 2年）393頁（川地宏行）参照。
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(3)部会資料 58 90頁。
(4)商事法務編・民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明（商事法務・2013年）

238頁。
(5)商事法務編・前掲書（補足説明）235頁。
(6)前掲最判昭和 45・4・10。長坂＝川地編・前掲書 393頁（川地）参照。
(7)部会資料 74A 5頁。
(8)前掲最判昭和 45・4・10。長坂＝川地編・前掲書 393頁（川地）参照。
(9)前掲最判昭和 45・4・10。長坂＝川地編・前掲書 393頁（川地）参照。

(10)部会資料 74A 5頁。
(11)部会資料 74B 13頁、14頁。
(12)部会資料 83―2 24頁。
(13)前掲最判昭和 45・4・10。長坂＝川地編・前掲書 393頁（川地）参照。
(14)前掲最判昭和 45・4・10。長坂＝川地編・前掲書 393頁（川地）参照。

（ヘ）譲渡制限の意思表示付き債権移転規律の検討

改正民法における譲渡制限の意思表示付き債権移転規律の内容については、前述

したように預貯金債権譲渡規律（改正民法 466条の 5）について特則を設けたこと

については疑問が残るが、その他は適切な改正規律といえる。ただ、規律構造につ

ては、改正経緯では“対抗構成”が強調されている。改正民法の規律でも、条文で

は“対抗”の文言を使用している規律もある。このような対抗構成は、A・Bの二

当事者関係とCその他の関与者との 3者関係を規律する場合の一つの規律構成で

ある。A・B及びA・Cその他の関与者の二当事者関係規律を前提とした上で、B・
Cその他の関与者の二当事者関係をBのCその他の関与者に対する“対抗”とし

て規律構成するものである。しかし、改正民法において譲渡制限の意思表示付き債

権移転規律をみると、A・Bで「譲渡制限の意思表示」がある場合でもA・C間の

債権譲渡の効力は妨げられないとする規律（改正民法 466条 2項）は、BはCに

対して「譲渡制限の意思表示」を“対抗”できないことを前提としているようで

あるが明らかにされていない。また、Bの「知又は重過失不知」譲受人Cに対す

る“対抗”も「譲渡制限の意思表示」の“対抗”ではなく、その内容を変容させた

「履行の拒否又は譲渡人への弁済の抗弁」の対抗と規律（改正民法 466条 3項）さ

れており、このような対抗の内容を改正者の判断により変容させた内容の主張規律

を“対抗”構成と解してよいのかどうかという問題が残る。さらには、金銭債権譲

渡のときのBによる供託規律（改正民法 466条の 2）や、Aの破産手続開始の決定
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があったときのCのBに対する供託請求規律（改正民法 466条の 3）は対抗構成

による規律と解することはできないのは明らかである。これらのことからすると

改正民法は譲渡制限の意思表示付き債権移転規律について全体として対抗構成に

よっているとみることはできない。さらに注目されるのは、改正民法 466条 2項

や 466条の 5は改正前民法時代のようなA・B間「譲渡制限特約」のCに対する

対抗ではなく、A・Bでした「譲渡制限の意思表示」のBの譲受人Cに対する対抗

を観念した規律のようであり、改正民法 566条 3項、466条 1項、2項の知・重過

失不知譲受人Cに対する対抗はBの「履行拒否又は譲渡人への弁済」の対抗とし

て規律している。このようなCその他の関与者の態様によっての「対抗内容の変

容」規律は、もはや“対抗”構成の破綻を意味するものといえる。

そこで、改正民法の譲渡制限の意思表示付き債権移転規律の規律構成について

は、A・B・Cその他の三者関与による債権移転取引の規律であるとの観点に立っ

て規律構成するのが妥当といえる。このような規律構成は、椿の提唱する三者関与

取引(1) 構成によるものである。このことから、債権移転規律については、三者関

与取引を規律するために試みられた多角法理(2) を援用して規律構成するのが適切

ではないかということになる。すなわち、“対抗構成”のようなAとBとの二当事

者間合意（契約）とCその他の第三者との関係としての規律とは異なり、A・Bに

よる「譲渡制限の意思表示」の存在、A・C間の債権譲渡契約は二当事者間の意思

規範により規律し、この意思規範規律を前提として、A・B・Cその他の関与者の

三者を取引当事者とする債権移転取引における適正規律規範による規律として構

成する。

このような規律構成に立つことを前提として、改正民法を観ると、A・Bによる

「譲渡制限の意思表示」の有効性、A・C間の債権譲渡契約を認めた上で、A・Bに

よる「譲渡制限の意思表示」はA・B・Cその他の三者関与による債権移転取引の

規律においては、債権移転取引の安全の観点から、Bの「債権者固定の利益」のた

めの意思表示であり、A・Bの「譲渡制限特約」のように債権の譲渡性を制限する

ものではないとみるのが適正規律であると解し、Aが「譲渡制限の意思表示」を無

視してCと債権譲渡契約をしたときでもCが「不知」であるか「知又は重過失不

知」であったかに係わらずA・C間の債権譲渡契約の効力を妨げないと解して規律

（改正民法 466条 2項）したものといえる。このことによって、Cは「不知」であ
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るか「知又は重過失不知」であったかに係わらず債権を取得しBに対する取立権

があることになる。また、A・Bでの「譲渡禁止の意思表示」はBによる「債権者

を固定」するための意思表示であり、Aは了承しているものの「譲渡禁止特約」と

異なりAを拘束するものではないから、Aが、これを無視して譲渡禁止の意思表

示付債権をCに譲渡したとしても債務不履行責任は生じないことになる。ただ、B

と「知又は重過失不知」譲受人Cとの関係では、Bの「譲渡制限の意思表示」に

よって「弁済者を固定する利益」を保護するために、「履行の拒否又は譲渡人への

弁済の抗弁」を主張できるとして規律（改正民法 466条 3項）したものと解され

る。しかし、Bが債務不履行にある場合にはBの「弁済者を固定する利益」を保護

する必要はないとして「履行の拒否又は譲渡人への弁済の抗弁」を主張できないと

するのが利益考慮上、債権移転取引における適正規律であるとして規律（改正民法
466条 4項）したものと解される。

Aについて破産手続開始の決定があったときは、A・B間で「譲渡制限の意思表

示」をし「債権者を固定する利益」のあるBとCとの関係では、Cの弁済を受ける

利益の確保のために、CがBに対して供託請求できると規律（改正民法 466条の
3）して適正を図ったものといえる。A・Bの「譲渡制限の意思表示」付き債権に

対して、Aの債権者Eが強制執行をしたときは、A・Bの私人間合意では差押禁止

債権を作ることはできないとの判例理論を維持し 466条 3項を適用しない（改正

民法 466条の 4第 1項）として、Eの直接取立を認め、他方、A・Bの「譲渡制限

の意思表示」付き債権に対して「知又は重過失不知」譲受人Cの差押債権者Fと

の関係では、Bは「知又は重過失不知」譲受人Cに対すると同様に、Bの「債権者

を固定する利益」を保護するために「履行の拒否又は譲渡人への弁済の抗弁」を主

張して（改正民法 466条の 4第 2項）直接取立を認めないとして規律するのが適

正規律と考えたものといえる。なお、A・Bの「譲渡制限の意思表示」付き債権を

目的とする担保権者Gによる差押の場合は、改正民法 466条の 4第 1項は「強制

執行した差押債権者」に限ると明記することによって適用されないものとし、A・
G間での担保権設定契約におけるGは譲受人Cの立場と同様の解釈によるものと

して規律しているとみられる。そして、改正経緯では、GはAに対する被担保債

権に基づく代位によって対応できると解釈している。

さらに、移転する債権の性質に注目し、譲渡制限の意思表示付金銭債権をA・C
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間で譲渡した場合には、Bと取立権を取得したCとの関係において、Bにより供託

できると規律（改正民法 466条の 2）して、不都合はないと考えたものといえる。

譲渡制限の意思表示付預貯金債権をA・C間で譲渡した場合には、Bと「知又は重

過失不知」譲受人Cとの関係については改正民法 466条 3項の規定に係わらず、B

はCに対する「譲渡制限の意思表示」の主張を認めると規律している（改正民法
466条の 5）。この結果、A・C間の債権譲渡契約が「譲渡制限の意思表示」の内容

と抵触するときはA・C間での預金債権譲渡契約の効力が否定されると解される。

そうだとすると、譲渡制限の意思表示付債権移転の規律に当って、「譲渡制限の意

思表示」はA・B間の「譲渡制限特約」と異なり、債権の譲渡性を制限するもので

はないとして規律してきた規律構造と論理的に一貫しないことになる。このよう

な状況の生ずることは、改正者の考えた“対抗構成”による場合も同様であるとい

える。譲渡制限の意思表示付預貯金債権移転取引における、立法による特則として

規律されているものの、「譲渡制限の意思表示」の効果内容が債権譲渡取引の原則

規律と特則規律では異なるものとしての規律構成が妥当といえるかどうか疑問が

残る。規律構成上、論理的に、どのように解するかが、将来的な課題といえる。

以上、改正民法の「譲渡制限の意思表示」付き債権移転規律をA・B・Cその他

の三者が関与する債権移転取引とみて多角法理の観点に立って、その規律構成を試

みた。このような規律構成は、改正民法では契約債権規律に当っては、“裸”の債

権移転としてではなく、「契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念に照ら

して」判断するとのルールが導入されていることに適合した規律構成と解すること

ができるのではないかと思われる。

注
(1)椿寿夫「“三者（多者）関与取引”とその法概念化（下）」書斎の窓 669号 25頁。
(2)拙稿「多角的法律関係規律のための法理形成試論」椿寿夫＝中舎寛樹編・多角的法律関
係の研究（日本評論社・2012年）474頁以下参照。

（明治大学名誉教授）
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